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第１ 賃貸借 

１ 短期賃貸借に関する規定の見直し 

民法第６０２条の「処分につき行為能力の制限を受けた者」という文言を削

除するものとしてはどうか。 

民法第６０２条の「処分の権限を有しない者」が同条所定の期間を超えて締

結した賃貸借は，当該期間を超える部分のみが無効となる旨の規定を設けるも

のとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第４５，１「短期賃貸借に関する規定の見直し」［１３４頁（３

２９頁）］ 

民法第６０２条が定める短期賃貸借の主体として規定されている「処分につき行

為能力の制限を受けた者」という文言については，未成年者や成年被後見人などの

それぞれの規定で手当てがされており，同条の規定により単独で短期賃貸借を行う

ことができるとの誤読のおそれがあること等から，これを削除するものとしてはど

うか。 

処分の権限を有しない者が同条が定める短期賃貸借の期間を超えて締結された賃

貸借の効力については，これまでの裁判例等を踏まえて，法定期間を超える部分の

みが無効（一部無効）となる旨を明記することとしてはどうか。 

【部会資料１６－２第２，２(1)［３４頁］】

 

《参考・現行条文》 

（短期賃貸借） 

民法第６０２条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない

者が賃貸借をする場合には，次の各号に掲げる賃貸借は，それぞれ当該各号に定

める期間を超えることができない。 

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 

二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 

三 建物の賃貸借 三年 

四 動産の賃貸借 六箇月 

（未成年者の法律行為） 

民法第５条 未成年者が法律行為をするには，その法定代理人の同意を得なければ

ならない。ただし，単に権利を得，又は義務を免れる法律行為については，この

限りでない。 

２ 前項の規定に反する法律行為は，取り消すことができる。  

３ 第一項の規定にかかわらず，法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は，

その目的の範囲内において，未成年者が自由に処分することができる。目的を定

めないで処分を許した財産を処分するときも，同様とする。 
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（未成年者の営業の許可）  

民法第６条 一種又は数種の営業を許された未成年者は，その営業に関しては，成

年者と同一の行為能力を有する。  

２ 前項の場合において，未成年者がその営業に堪えることができない事由がある

ときは，その法定代理人は，第四編（親族）の規定に従い，その許可を取り消し，

又はこれを制限することができる。 

（成年被後見人の法律行為） 

民法第９条 成年被後見人の法律行為は，取り消すことができる。ただし，日用品

の購入その他日常生活に関する行為については，この限りでない。 

（保佐人の同意を要する行為等） 

民法第１３条 被保佐人が次に掲げる行為をするには，その保佐人の同意を得なけ

ればならない。ただし，第九条ただし書に規定する行為については，この限りで

ない。 

一～八 （略） 

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 

２ （略） 

（補助人の同意を要する旨の審判等）  

民法第１７条 家庭裁判所は，第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しく

は補助監督人の請求により，被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の

同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし，その審判によ

りその同意を得なければならないものとすることができる行為は，第十三条第一

項に規定する行為の一部に限る。 

２～４ （略） 

 

（補足説明） 

１ 「処分につき行為能力の制限を受けた者」の削除 

  民法第６０２条は，「処分につき行為能力の制限を受けた者」及び「処分の権限を

有しない者」は同条所定の期間を超える賃貸借をすることができない旨を規定して

いる。このうち「処分につき行為能力の制限を受けた者」は，未成年者，成年被後

見人，被保佐人及び被補助人を指すものとされている。 

この民法第６０２条の文言からは，「処分につき行為能力の制限を受けた者」は，

同条所定の期間を超えない賃貸借（短期賃貸借）をすることができる旨を定めてい

るようにも読める。しかし，未成年者は，法定代理人の同意がない限り，短期賃貸

借かどうかにかかわらず，原則として賃貸借契約を締結することができない（民法

第５条，第６条参照）。また，成年被後見人が締結した賃貸借契約は，短期賃貸借か

どうかにかかわらず，原則として取り消すことができる（民法第９条参照）。それに

もかかわらず，短期賃貸借をすることができるかのような規定が存在すると，短期

賃貸借であれば未成年者や成年被後見人であっても単独ですることができるとの誤

解を生むおそれがある。 
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一方，被保佐人は，短期賃貸借であれば保佐人の同意なく単独ですることができ

るとされている（民法第１３条第１項第９号参照）。また，被補助人については，補

助人の同意を要する行為の範囲を家庭裁判所の審判によって定めるとされているが

（民法第１７条第１項本文），短期賃貸借はその審判の対象とすることができないと

されているから（同項ただし書参照），被補助人も，被保佐人と同様に，短期賃貸借

であれば補助人の同意なく単独ですることができる。また，被補助人は，被保佐人

とは異なり，長期賃貸借であっても補助人の同意を要する行為とされていなければ

単独ですることができる。したがって，被保佐人及び被補助人については，長期賃

貸借をすることができない旨の民法第６０２条のような規定を設ける必要はなく，

むしろ，適当でないと考えられる。 

以上を踏まえ，民法第６０２条の「処分につき行為能力の制限を受けた者」とい

う文言を削除すべきであるとの考え方が示されている。本文の第１パラグラフは，

この考え方に基づくものである。 

なお，民法第６０２条の「処分の権限を有しない者」という文言については，不

在者の財産管理人等が含まれると解されており，特に改正の必要はないと考えられ

る。 

２ 民法第６０２条の違反の効果（無効の範囲） 

民法第６０２条の適用を受ける者が同条所定の期間を超える賃貸借契約を締結し

た場合に，賃貸借契約が全部無効となるのか，同条所定の期間を超える部分のみが

無効（一部無効）となるのかが問題とされている。 

これについては，下級審裁判例は一貫して一部無効説を採っているとされている

（名古屋高判昭和３３年９月２０日高民集１１巻８号５０９頁，東京地判昭和３５

年５月３０日法曹新聞１５３号１６頁，大阪地判昭和４７年１０月１１日判タ２９

１号３１４頁）。立法提案としても，民法第６０２条の適用を受ける者が同条所定の

期間を超える賃貸借契約を締結した場合には，当該期間を超える部分のみが無効（一

部無効）となることを条文上明記すべきであるという考え方が示されている（参考

資料１[検討委員会試案]・３１５頁）。本文の第２パラグラフは，この考え方に基づ

くものである。 

３ 借地借家法との関係 

民法第６０２条の短期賃貸借に関しては，借地借家法との関係が問題とされてい

る。すなわち，建物の所有を目的とする土地の賃借権の存続期間について，借地借

家法はその下限を３０年とする旨を定めているため（同法第３条，第９条），民法第

６０２条の適用を受ける者が同条所定の期間（５年）の範囲内でした短期賃貸借の

有効性が問題とされている。 

これについては，借地借家法の規定にかかわらず，民法第６０２条の短期賃貸借

に該当する行為は有効であるとの見解が一般的であるとされており，その旨を条文

上も明記すべきであるという考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試

案]・３１５頁。規定の置き場所としては借地借家法が想定されている。）。もっとも，

借地借家法の適用によって存続期間が自動的に３０年とされたとしても，本文の第
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２パラグラフの一部無効の規定が設けられるのであれば，民法第６０２条所定の期

間（５年）の範囲内で当該賃貸借は有効であると解すべきことが，現状よりも明確

になるとも考えられる。 

 

２ 賃貸借の存続期間 

賃貸借の存続期間に関する民法第６０４条については，次のような考え方が

あり得るが，どのように考えるか。 

  【甲案】 民法第６０４条の規定を削除するものとする。 

  【乙案】 民法第６０４条の規定を維持するものとする。 

 

○中間的な論点整理第４５，２「賃貸借の存続期間」［１３４頁（３３０頁）］ 

賃貸借の存続期間の上限を２０年と定める民法第６０４条を削除して，上限を廃

止するかどうかについて，長期の賃貸借を認める実務的な必要性や，長期間に渡り

契約の拘束力を認めることに伴う弊害の有無などに留意しつつ，更に検討してはど

うか。 

【部会資料１６－２第２，２(2)［３８頁］】

 

《参考・現行条文》 

（賃貸借の存続期間） 

民法第６０４条 賃貸借の存続期間は，２０年を超えることができない。契約でこ

れより長い期間を定めたときであっても，その期間は，２０年とする。 

２ 賃貸借の存続期間は，更新することができる。ただし，その期間は，更新の時

から２０年を超えることができない。 

（借地権の存続期間）  

借地借家法第３条 借地権の存続期間は，三十年とする。ただし，契約でこれより

長い期間を定めたときは，その期間とする。 

（建物賃貸借契約の更新等） 

借地借家法第２６条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において，当事

者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の

通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは，従前

の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし，その期間は，定め

がないものとする。 

２・３ （略） 

（建物賃貸借の期間） 

借地借家法第２９条 （略） 

２ 民法第六百四条の規定は，建物の賃貸借については，適用しない。 

（農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間）  

農地法第１９条 農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条 （賃貸借
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の存続期間）の規定の適用については，同条中「二十年」とあるのは，「五十年」

とする。 

 

（補足説明） 

１ 賃貸借の存続期間は２０年を超えることができず，契約で２０年を超える期間を

定めた場合には２０年に短縮するとされている（民法第６０４条第１項）。これは，

賃貸借が長期間にわたる場合には目的物の損傷や劣化が顧みられない状況が生じて

経済上不利益をもたらすのではないかという懸念や，長期間にわたる利用関係の設

定は地上権や永小作権を利用すればよいという考慮によるものであるとされている。 

しかし，実際には，不動産の利用に地上権や永小作権はそれほど用いられておら

ず，賃貸借が多く用いられている。また，特に不動産の賃貸借については，賃借人

の保護等の観点から，２０年を超える存続期間を定める必要性が高い。そのため，

借地借家法においては，建物の所有を目的とする土地の賃借権についての存続期間

を３０年又はこれよりも長い期間とし（同法第３条，第９条），建物の賃貸借につい

ては民法第６０４条の規定の適用を除外している（借地借家法第２９条第２項）。ま

た，農地法においても，農地又は採草放牧地の賃貸借について，民法第６０４条が

定める存続期間の上限を５０年に修正する旨の規定が設けられている（農地法第１

９条）。 

また，借地借家法や農地法が適用されず，民法の期間制限が適用される賃貸借に

ついても，例えばゴルフ場の敷地の賃貸借などにおいては２０年を超える存続期間

を定めるニーズが実際に存在するとの指摘がされている。さらに，２０年を超える

大型のプロジェクトも現在の経済活動では一般化しており，国外では２０年を超え

る存続期間を定めた重機やプラントのリースも行われていることから，日本の民法

で賃貸借の存続期間の上限を２０年と定めていると，経済活動上の不都合が生ずる

のではないかとの指摘もされている。 

以上を踏まえ，立法提案として，賃貸借の存続期間の上限を廃止し，民法第６０

４条を削除すべきであるとの考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試

案]・３１６頁）。本文の甲案は，この考え方に基づくものである。 

なお，賃貸借の存続期間の上限を廃止する場合には，地上権や永小作権の存続期

間の規定（民法第２６８条，第２７８条）も併せて見直す必要があるとの指摘がさ

れている。しかし，賃貸借の存続期間の上限を廃止するとしても，地上権や永小作

権の存続期間を見直す必然性はないように思われる。 

２ 本文の甲案に対しては，賃貸借の存続期間の上限を廃止すると，法的には例えば

１００年を超える賃貸借も可能となるが，そのような長期間の賃貸借を認めること

にはなお弊害が生ずる懸念があるとの指摘がされている。また，長期の存続期間を

定めるニーズについても，自動更新の特約を利用したり，ゴルフ場の敷地であれば

地上権を用いたりすればよく，それでも不十分であれば必要に応じて特別法等によ

る修正を図れば足りるとの指摘がされている。本文の乙案は，これらの指摘を踏ま

え，民法第６０４条の規定を維持することを提案するものである。 
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  もっとも，１００年を超える賃貸借という指摘に対しては，借地借家法の適用の

ある賃貸借では現在でも起こり得る問題であるが，特段の弊害が生じているとの指

摘は見当たらないという反論があり得る。 

 

３ 不動産の賃借人と第三者との関係 

(1) 目的不動産について物権を取得した者その他の第三者との関係 

ア 賃借権の対抗の可否 

不動産の賃借人は，賃貸借の登記をしたとき［又は借地借家法その他の

法律が定める賃貸借の対抗要件を具備したとき］は，当該不動産について

物権を取得した者その他の第三者に対し，自己の賃借権を対抗することが

できる旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第４５，３(1)「目的不動産について物権を取得した者その他の

第三者との関係」［１３５頁（３３０頁）］ 

不動産の賃貸借の登記がされたときは，その後その不動産について「物権を取得

した者」に対しても効力を生ずる（民法第６０５条）ほか，例えば，二重に賃貸借

をした賃借人，不動産を差し押さえた者などとの関係でも，一般に，賃貸借の効力

を対抗することができると解されている。そこで，登記した不動産の賃貸借と「物

権を取得した者」以外の第三者との関係について，これを条文上明らかにする方向

で，更に検討してはどうか。その際，具体的な条文の在り方については，「物権を取

得した者」をも含めて，第三者に対抗することができると規定する案のほか，「物権

を取得した者」との関係では同条を維持した上で，これとは別に，二重に賃貸借を

した賃借人等との間の対抗関係について規定を設ける案があることを踏まえ，更に

検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)ア［４０頁］】

 

《参考・現行条文》 

（不動産賃貸借の対抗力）  

民法第６０５条 不動産の賃貸借は，これを登記したときは，その後その不動産に

ついて物権を取得した者に対しても，その効力を生ずる。 

（借地権の対抗力等） 

借地借家法第１０条 借地権は，その登記がなくても，土地の上に借地権者が登記

されている建物を所有するときは，これをもって第三者に対抗することができる。

２ 前項の場合において，建物の滅失があっても，借地権者が，その建物を特定す

るために必要な事項，その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の

上の見やすい場所に掲示するときは，借地権は，なお同項の効力を有する。ただ

し，建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては，その前に建物を新

たに築造し，かつ，その建物につき登記した場合に限る。 
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３・４ （略） 

（建物賃貸借の対抗力等）  

借地借家法第３１条 建物の賃貸借は，その登記がなくても，建物の引渡しがあっ

たときは，その後その建物について物権を取得した者に対し，その効力を生ずる。

２・３ （略） 

（農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力） 

農地法第１６条 農地又は採草放牧地の賃貸借は，その登記がなくても，農地又は

採草放牧地の引渡があつたときは，これをもつてその後その農地又は採草放牧地

について物権を取得した第三者に対抗することができる。 

２・３ （略） 

 

（補足説明） 

民法第６０５条は，不動産の賃貸借の登記をしたときは，その後その不動産につ

いて物権を取得した者に対しても，賃貸借の効力を生ずると規定している。同条の

「物権を取得した者」の中には，所有権を取得した者のほかに地上権や抵当権など

を取得した者が含まれることはもちろん，当該不動産の差押債権者や当該不動産に

ついて二重に賃貸借契約を締結した者なども含まれるとされている。このように，

同条は「物権を取得した者」以外の第三者との関係についても適用されると解され

ていることから，そのことを条文上も明確にする趣旨で，同条の「物権を取得した

者」を「物権を取得した者その他の第三者」に改めるべきであるという考え方が示

されている（参考資料１[検討委員会試案]・３１７頁，参考資料２［研究会試案］・

２０６頁）。なお，賃借人と物権を取得した者その他の第三者との間の優劣は，対抗

要件具備の先後によって決まるとされている（平成３年法律第９０号による廃止前

の借家法（大正１０年法律第５０号）第１条第１項に関するものではあるが，最判

昭和４２年５月２日判時４９１号５３頁参照）。 

また，民法第６０５条は「効力を生ずる」と規定しているが，この文言について

は，不動産の賃貸借を登記することによって当該不動産について物権を取得した者

その他の第三者に対しても自己の賃借権を対抗することができることを意味すると

ともに，当該不動産が譲渡された場合に旧所有者との間の賃貸借契約が新所有者と

の間に当然に承継されることをも意味するものであるとの説明がされている。もっ

とも，同条の「物権を取得した者」の中には，上記のとおり，所有権を取得した者

のほかに地上権や抵当権を取得した者などが含まれることから，新所有者への賃貸

借契約の当然承継という上記の説明を前提に｢効力を生ずる｣という文言を維持する

ことが適切かどうかについては，疑問を示す意見もあり得るところである。後記イ

(ｱ)のとおり，新所有者への賃貸借契約の当然承継については，民法第６０５条とは

別の規定を設けるほうが分かりやすいとも考えられる。 

さらに，民法第６０５条は，賃貸借を「登記したとき」と規定しているが，登記

のほかにも，借地借家法においては，建物所有目的の土地の賃貸借について，土地

の上に借地権者が登記されている建物を所有することが対抗要件として認められて
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おり（同法第１０条第１項），建物の賃貸借についても，建物の引渡しが対抗要件と

して認められている（同法第３１条第１項）。また，農地法においても，農地又は採

草放牧地の賃貸借について，引渡しが対抗要件として認められている（同法第１６

条第１項）。このように，特別法において重要な特則が設けられており，実際には登

記の利用例は少ないとされている以上，民法の規定においても，登記だけでなく，

特別法に規定された対抗要件があることを明記すべきであるとの考え方が示されて

いる（参考資料１[検討委員会試案]・３１７頁，参考資料２［研究会試案］・２０６

頁参照）。この点については，実際にどのような条文表現をすることが考えられるの

か，なお慎重な検討を要すると考えられることから，本文では，試みの文案をブラ

ケットで示している。 

本文は，以上を踏まえ，不動産の賃借人は，賃貸借の登記又は借地借家法その他

の法律が定める賃貸借の対抗要件を具備したときは，当該不動産について物権を取

得した者その他の第三者に対し，自己の賃借権を対抗することができる旨の規定を

設けることを提案するものである。 

 

イ 目的不動産について所有権を譲り受けた者が賃借権の対抗を受ける場合

の規律 

(ｱ) 賃貸借契約の当然承継 

賃貸借の目的不動産を譲り受けた者が前記アの規定により賃借権の対

抗を受ける場合に関する規律について，次の①②のような規定を設ける

ものとしてはどうか。また，これに加えて次の③④のような規定を設け

るという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

① 旧所有者と賃借人との間の賃貸借契約は，旧所有者と新所有者との

間に賃貸人たる地位を承継させる旨の合意がなくても，また，賃借人

の承諾がなくても，新所有者との間に当然に承継され，旧所有者は賃

貸借関係から当然に離脱する旨の規定 

② 新所有者が賃借人に対して賃貸人たる地位の承継を主張するために

は，目的不動産の所有権移転登記を備える必要がある旨の規定 

③ 賃借人が，目的不動産が譲渡されたことを知らずに，旧所有者に賃

料を支払ったときは，その支払を新所有者に対抗することができる旨

の規定 

④ 賃借人が目的不動産について必要費を支出した後，目的不動産が譲

渡され賃貸人たる地位が新所有者に当然に承継された場合には，旧所

有者が負担していた必要費の償還義務（民法第６０８条第１項参照）

は新所有者に当然に承継される旨の規定 

 

○中間的な論点整理第４５，３(2)「目的不動産の所有権が移転した場合の賃貸借の

帰すう」［１３５頁（３３１頁）］ 



9

賃貸借の目的物である不動産の所有権が移転した場合における旧所有者との間の

賃貸借契約の帰すうに関しては，次のような判例法理がある。すなわち，①不動産

賃貸借が対抗要件を備えている場合には，特段の事情のある場合を除き，旧所有者

と新所有者との間で賃貸人の地位を移転する合意が無くても，賃借人と旧所有者と

の間の賃貸借関係は新所有者との間に当然に承継され，旧所有者は賃貸借関係から

離脱する，②その際に賃借人の承諾は不要である，③この場合の賃貸人たる地位の

承継を新所有者が賃借人に対して主張するためには，新所有者が不動産の登記を備

える必要がある。そこで，これらの判例法理を条文上明記する方向で，更に検討し

てはどうか。また，判例は，賃貸人たる地位を旧所有者に留保する旨の合意が旧所

有者と新所有者との間にあったとしても，直ちには前記特段の事情には当たらず，

賃貸人の地位が新所有者に承継され，旧所有者は賃貸借関係から離脱するとしてい

る。このことを条文上明記するかどうかについては，実務上このような留保の特約

の必要性があり，賃借人の保護は別途考慮することが可能であると指摘して，一律

に無効とすべきでないとする意見があることに留意しつつ，更に検討してはどうか。

新所有者が上記③の登記を備えた場合であっても，賃借人は目的不動産の登記の

移転について一般に関心を有しているわけではない。このことを踏まえ，賃借人は，

賃貸人の地位が移転したことを知らないで旧所有者に賃料を支払ったときは，その

支払を新所有者に対抗することができる旨の特則を新たに設けるかどうかについ

て，更に検討してはどうか。 

このほか，賃借人が必要費を支出した後に目的不動産の所有権が移転し，賃貸人

の地位が承継された場合には，必要費の償還債務も新賃貸人に移転すると解されて

いることを踏まえ，これを明文化するかどうかについて，検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)イ［４２頁］，同（関連論点）１［４４頁］】

 

《参考・現行条文》 

（不動産賃貸借の対抗力）  

民法第６０５条 不動産の賃貸借は，これを登記したときは，その後その不動産に

ついて物権を取得した者に対しても，その効力を生ずる。 

 

（補足説明） 

１ 賃貸人たる地位の承継 

賃貸借の目的不動産の譲渡を受けた者が賃借権の対抗を受ける場合には，従来の

賃貸人（旧所有者）との間の賃貸借関係は新所有者との間に承継され，従来の賃貸

人は賃貸借関係から離脱するとされている（大判大正１０年５月３０日民録２７輯

１０１３頁，最判昭和３９年８月２８日民集１８巻７号１３５４頁等）。 

もっとも，従来の賃貸人（旧所有者）の離脱については，賃貸人も賃借人に対し

て目的物を使用収益させる債務を負う立場にあることから，債権者である賃借人の

承諾の要否が問題となり得る。これについて，判例（最判昭和４６年４月２３日民
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集２５巻３号３８８頁）は，「土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡は，賃

貸人の義務の移転を伴うものではあるけれども，賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとで

あるかによって履行方法が特に異なるわけのものではなく，また，土地所有権の移

転があったときに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとつて

有利であるというのを妨げないから，一般の債務の引受の場合と異なり，特段の事

情のある場合を除き，新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するに

は，賃借人の承諾を必要とせず，旧所有者と新所有者間の契約をもつてこれをなす

ことができると解するのが相当である」として，賃借人の承諾を不要としている。 

以上を踏まえ，判例法理の明文化を図る観点から，賃貸借の目的不動産の譲渡を

受けた者が賃借権の対抗を受ける場合には，新所有者が賃貸人たる地位を当然に承

継することや，その際に賃借人の承諾は不要であることを条文上明記すべきである

との考え方が示されている。本文の①は，この考え方に基づくものである。 

２ 新所有者が賃貸人たる地位を賃借人に主張するための要件 

賃貸借の目的不動産が譲渡されることによって賃貸人たる地位が新所有者に当然

に承継された場合において，新所有者が賃借人に対して賃貸人としての権利行使を

するための要件として，当該不動産の所有権移転登記を備える必要があるかが問題

とされている。 

これについては, 登記を備えずに賃貸人たる地位を主張することができるとする

見解や，契約上の地位の移転についての一般的な理解と同様に旧賃貸人（旧所有者）

から賃借人への通知又は賃借人の承諾が必要であるとする見解もある。しかし，判

例（大判昭和８年５月９日民集１２巻１１２３頁，最判昭和４９年３月１９日民集

２８巻２号３２５頁）は，新所有者が旧賃貸人（旧所有者）から承継した賃貸人た

る地位を賃借人に対抗するためには，当該不動産の所有権移転登記を備える必要が

あるとしている。また，立法提案としても，その旨を条文上明記すべきあるという

考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３１８頁）。本文の②は，こ

の考え方に基づくものである。 

なお，新所有者が登記を備えていない場合であっても，賃借人の側から新所有者

を賃貸人と認め，賃料の支払などを行うことは可能とされている（最判昭和４６年

１２月３日判時６５５号２８頁）。 

３ 旧所有者に対する賃料の支払 

新所有者は不動産の所有権移転登記を備えることによって賃借人に対して自己の

賃貸人たる地位を主張することができるが，賃借人は，目的不動産の登記の移転に

ついて一般的に関心を有していないため，目的不動産の所有権が移転したことを知

らずに旧所有者に賃料を支払うことも想定される。その場合には，債権の準占有者

に対する弁済（民法第４７８条）として賃借人の保護を図るという方策もあるが，

債権者（賃貸人）の変更につき債権譲渡通知や承諾といった債務者対抗要件が具備

されない債務者（賃借人）の保護を図る観点から，賃借人が目的不動産の所有権の

移転を知らずに旧所有者に対して賃料を支払った場合には，その支払を新所有者に

対抗することができる旨の特則を設けるべきであるとの考え方が示されている（参
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考資料１[検討委員会試案]・３１８頁）。本文の③は，この考え方に基づくものであ

る。 

  ４ 必要費の償還義務の承継 

賃貸借の目的不動産が譲渡されることによって賃貸人たる地位が新所有者に当然

に承継された場合の問題としては，以上のほかにも，賃借人が目的物について支出

した必要費や有益費の取扱いについて検討をすべきであるとの指摘がされている。

有益費については，賃貸借契約終了時の賃貸人に対して償還請求をするものとされ

ているから（民法第６０８条第２項，第１９６条第２項参照），特別の規定は必要で

ないとも言えるが，必要費については，直ちに償還請求権が発生してその償還債務

が賃貸人の地位の承継に伴って新賃貸人に当然に承継されると解されているから，

その旨を条文上も明記すべきであるという考え方が示されている。本文の④はこの

考え方に基づくものである。 

 

(ｲ) 賃貸借契約を承継させない旨の合意 

賃貸借の目的不動産を譲り受けた者が前記アの規定により賃借権の対

抗を受ける場合において，旧所有者と新所有者との間に賃貸借契約を新

所有者に承継させない（賃貸人たる地位を旧所有者に留保する）旨の合

意があるときの規律については，次のような考え方があり得るが，どの

ように考えるか。 

【甲案】 賃貸借契約を新所有者に承継させない旨の合意と併せて，新

所有者と旧所有者との間の利用契約（賃借人の利用を可能にするた

めの権利を旧所有者に与える利用契約）が事後的に解消された場合

であっても新所有者は賃借人に当該利用契約の解消を主張しない旨

の合意があるときは，賃貸借契約は新所有者に承継されない（賃貸

人たる地位は旧所有者に留保される）旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 規定を設けないものとする。 

 

（補足説明） 

１ 前記(ｱ)の補足説明１で述べたとおり，賃貸借の目的不動産の譲渡を受けた者が賃

借権の対抗を受ける場合には，旧所有者と賃借人との間の賃貸借契約は新所有者と

の間に当然に承継され，旧所有者は賃貸借関係から当然に離脱するとされている。

もっとも，旧所有者と新所有者との間に，当該不動産の所有権のみを新所有者に移

転させ旧所有者と賃借人との間の賃貸借契約は新所有者に承継させない（賃貸人た

る地位を旧所有者に留保する）旨の合意をした場合に，その合意が有効であるかど

うかが問題とされている。 

これについては，上記の合意の効力を認めて賃貸人たる地位を留保したまま不動

産の所有権のみを新所有者に移転させてしまうと，賃借人は，所有権を失った旧所

有者との間で転貸借と同様の関係を持つことになり，従前よりも不利な地位に立た

されることになるから，上記の合意は一律に無効とすべきであるという考え方が示
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されている。 

一方，判例（最判平成１１年３月２５日判時１６７４号６１頁）は，目的不動産

について所有権を取得した者が賃借権の対抗を受ける場合には，特段の事情がない

限り，賃貸人たる地位は新所有者に当然に承継されることを前提とした上で，旧所

有者と新所有者との間に賃貸人たる地位を留保する旨の合意があるという事実は，

それだけでは上記の特段の事情には当たらないとしている。この判例については，

賃貸人たる地位を留保する旨の合意があるだけでは上記の特段の事情には当たらな

いとする一方で，上記の特段の事情が認められる場合に賃貸人たる地位が旧所有者

に留保される可能性を認めたものであるとの指摘がされている。また，実務上のニ

ーズとしても，賃貸人たる地位を留保する旨の合意によって賃貸人たる地位を留保

したまま不動産の所有権のみを新所有者に移転させることを認めるべき場合がある

との指摘がされている。そこで，判例の言う特段の事情が認められる場合とはいか

なる場合かについて，更に検討をする必要がある。 

賃貸借の目的不動産を譲渡しつつ賃貸人たる地位を旧所有者に留保する旨の合意

をする場合には，これに伴って，旧所有者が新所有者との関係で目的不動産を利用

することができる何らかの利用契約が締結される。そして，賃借人は，この利用契

約を基礎とする転借人のような地位に置かれることとなる。賃貸人たる地位を留保

したまま不動産の所有権のみを新所有者に移転させることの問題点は，賃借人が自

らの意思とは無関係に，旧所有者を転貸人とする転借人の地位に置かれてしまうこ

とにある。そうであれば，賃貸人たる地位を旧所有者に留保する旨の合意と併せて，

上記利用契約が事後的に解消された場合であっても新所有者は賃借人に対してその

解消を主張しない旨の合意があるときは，賃借人が転借人のような地位に置かれる

ことによる不利益は生じないとも考えられる。そこで，上記利用契約の解消を主張

しない旨の合意があるときは，判例の言う特段の事情が認められ，賃貸人たる地位

を留保したまま不動産の所有権のみを新所有者に移転させることができるという考

え方が示されている。本文の甲案は，この考え方に基づくものである。 

２ 本文の甲案に対しては，新所有者が旧所有者との間の利用契約の解消を賃借人に

主張しない旨の合意があるというだけで，賃借人が転借人の地位に置かれることに

よる不利益が全て解消されるのかどうかについて疑問を示す意見があり得る。また，

賃貸人たる地位を留保したまま不動産の所有権のみを新所有者に移転させることの

実務上の必要性は，新所有者に賃貸人たる地位を承継させた上であっても，新所有

者と旧所有者との間で賃貸目的物の管理委託契約を締結すること等によってカバー

することができるのではないかとの疑問を示す意見もあり得る。 

さらに，新所有者が旧所有者との間の利用契約の解消を賃借人に主張しない旨の

合意は，旧所有者と新所有者との間でされることが想定されているが，当該合意は

賃借人を受益者とする第三者のためにする契約と理解するのかどうか等についても，

疑問を示す意見があり得るところである。 

以上の指摘を踏まえるならば，この問題については引き続き判例の言う特段の事

情の有無に関する個別事例の判断に委ねるべきであるという考え方もあり得るとこ



13

ろである。本文の乙案は，この考え方に基づき，規定を設けないことを提案するも

のである。 

 

(ｳ) 敷金返還債務の当然承継 

ａ 賃貸借の目的不動産を譲り受けた者が旧所有者と賃借人との間の賃

貸借契約を当然に承継した場合（前記(ｱ)の場合）における敷金返還債

務に関する規律として，旧所有者と新所有者との間に敷金返還債務を

承継させる旨の合意がなくても，また，賃借人の承諾がなくても，旧

所有者の敷金返還債務は，旧所有者の下で生じた延滞賃料債務等に充

当された後の残額が新所有者に当然に承継される旨の規定を設けるも

のとしてはどうか。 

ｂ 上記ａの規定により敷金返還債務が新所有者に当然に承継された場

合における旧所有者の責任については，次のような考え方があり得る

が，どのように考えるか。 

【甲案】 旧所有者は，敷金返還債務が新所有者に承継された後も，

その敷金返還債務の履行を担保する義務を負う旨の規定を設ける

ものとする。 

【乙案】 規定を設けないものとする。 

 

○中間的な論点整理第４５，３(4)「敷金返還債務の承継」［１３６頁（３３３頁）］

目的不動産の所有権の移転に伴い賃貸人たる地位が新所有者に移転する場合にお

いて，賃借人から旧所有者に対して敷金が差し入れられていたときは，判例・通説

は，旧所有者の下での延滞賃料債務等に充当された後の残額の敷金返還債務が当然

に新所有者に承継されると解している。そこで，これを条文上明記することの当否

について，更に検討してはどうか 

また，これによって賃借人の同意なく敷金返還債務が新所有者に承継される場合

には，賃借人の利益を保護する観点から，旧所有者もその履行を担保する義務を負

うものとすることの当否については，旧所有者の地位を不安定にし賃貸不動産の流

通を阻害するおそれがある等の指摘があることを踏まえ，更に検討してはどうか。

このほか，敷金に関しては，その定義を明らかにする規定や，敷金の充当に関す

る基本的な法律関係を明らかにする規定を設けるかどうかについて，検討してはど

うか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)ウ［４５頁］，同（関連論点）［４６頁］】

 

（補足説明） 

１ 敷金返還債務の承継（本文ａ）について 

賃貸借の目的不動産が譲渡され，これに伴って賃貸人たる地位が新所有者に当然

に承継された場合において，賃借人が旧所有者に対して敷金を差し入れていたとき

は，その敷金の返還債務は当然に新所有者に承継されるとするのが判例である（大
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判昭和５年７月９日民集９巻８３９頁，大判昭和１８年５月１７日民集２２巻３７

３頁，最判昭和４４年７月１７日民集２３巻８号１６１０頁）。その際には，敷金が

差し入れられていることについての新所有者の認識の有無や，新所有者が不動産を

譲り受けるに当たって旧所有者から敷金相当額の補償を受けていたか否かは問わな

いとされている。また，新所有者に承継される敷金の額は，原則として賃借人から

差し入れられた金額であるが，旧所有者に対する賃料の延滞等がある場合には敷金

から充当・清算がされ，その残額の返還債務が新所有者に承継されるとされている

（大判昭和５年７月９日民集９巻８３９頁，大判昭和１８年５月１７日民集２２巻

３７３頁，最判昭和４４年７月１７日民集２３巻８号１６１０頁）。 

以上の判例法理は，学説からもおおむね支持を得ており，その理由としては，①

賃貸借の目的不動産の価値が新所有者に帰属している以上，敷金返還債務の債務者

の資力の点で賃借人の不利益にはならないと言い得ること，②賃借人としては，敷

金が未払の賃料債務に当然に充当されることになるため，結果的に，賃貸借契約が

続いている限り敷金返還債権は一定程度保全されていると言えること等が挙げられ

ている。 

本文ａは，以上の判例法理を踏まえ，旧所有者と新所有者との間に敷金返還債務

を承継させる旨の合意がなくても，また，賃借人の承諾がなくても，旧所有者の敷

金返還債務は，旧所有者の下で生じた延滞賃料債務等に充当された後の残額が新所

有者に当然に承継される旨の規定を設けることを提案するものである。 

２ 敷金返還債務の承継と旧所有者の責任（本文ｂ）について 

(1) 本文ａの規定によって敷金返還債務が新所有者に当然に承継された場合におい

て，旧所有者が敷金返還債務の負担を免れることができるかどうかが問題とされ

ている。 

一般に，賃貸人たる地位の承継については，賃貸人が負担する債務（主に目的

物を使用収益させる債務）の属人性が希薄であることなどを理由に，債権者であ

る賃借人の承諾は不要であるとされているが，敷金返還債務の承継については，

当該債務の価値が賃貸人（債務者）の資産状況によって大きく左右されるから，

属人性が希薄であるとは言えないとの指摘がされている。また，債権者の承諾を

得ないで債務引受をすれば併存的債務引受となるのが原則であり，旧所有者が債

務を免れるには本来債権者（賃借人）の承諾を得る必要があるから，債権者の承

諾を得ないで資金返還債務を新所有者に引き受けさせる以上，旧所有者も同様の

義務を負担すべきであるとの指摘がされている。 

以上を踏まえ，敷金返還債務が新所有者に当然に承継される場合には，旧所有

者もその履行を担保する義務を負う旨の規定を設けるべきであるという考え方が

示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３１８頁）。本文ｂの甲案は，この

考え方に基づくものである。 

(2) 本文ｂの甲案に対しては，旧所有者は目的不動産を譲渡した後も長期間にわた

って敷金の返還を求められるリスクを負担することになるから，賃貸不動産の取

引実務（譲渡代金額の決定等）に混乱を招くおそれがあり，ひいては賃貸不動産
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の流通を阻害するおそれがあるとの指摘がされている。また，信託財産である賃

貸不動産を他に売却して信託を終了させようとしても，受託者に敷金返還債務の

履行を担保する義務が残ることになると信託を終了させることができないことに

なり，ひいては信託の方法を用いた不動産流動化の障害になるとの指摘もされて

いる。 

さらに，この補足説明の前記１で述べたとおり，敷金返還債務が新所有者に承

継されたとしても，①賃貸借の目的不動産の価値が新所有者に帰属している以上，

敷金返還債務の債務者の資力の点で賃借人の不利益にはならないと言い得ること

や，②賃借人としては，敷金が未払の賃料債務に当然に充当されることになるた

め，結果的に，賃貸借契約が続いている限り敷金返還債権が一定程度保全されて

いると言えることから，旧所有者に敷金返還債務の履行を担保する義務を負担さ

せる必要はないとの指摘もされている。 

本文ｂの乙案は，以上の指摘を踏まえ，この問題については引き続き解釈に委

ねることとし，規定を設けないことを提案するものである。 

(3) なお，本文ｂの甲案の立場からは，長期間にわたって敷金の返還を求められる

リスクを負担する旧所有者の保護策として，例えば，敷金返還債務の履行を担保

する義務に期間制限を設けることが提案されている。もっとも，そのような期間

制限を設けると，敷金返還債務の承継時における賃貸借契約の残存期間が，上記

の期間制限に係る期間よりも長い場合には，賃貸借契約が終了して敷金返還債務

が現実化する段階では，既に上記の期間制限に掛かっている可能性が高いから，

旧所有者が敷金の返還を求められるリスクも相当に低いことになる。逆に，敷金

返還債務の承継時における賃貸借契約の残存期間が，上記の期間制限に係る期間

よりも短い場合には，敷金の返還を求められるリスクは相当に高いことになる。 

敷金返還債務の履行を担保する義務に期間制限を設けるという提案に対しては，

上記のとおり，敷金返還債務の承継時における賃貸借契約の残存期間の長短によ

って，旧所有者が負担する敷金の返還を求められるリスクが大きく異なる結果と

なり得るという指摘が考えられるところである。 

 

ウ 合意による賃貸借契約等の承継 

賃貸借の目的不動産を譲り受けた者が賃借権の対抗を受けない場合であ

っても，旧所有者と新所有者は，賃借人の承諾を要しないで，賃貸人たる

地位を新所有者に承継させることができる旨の規定を設けるものとして

はどうか。また，この場合には，前記イ(ｱ)（賃貸借契約の当然承継）の

うち①を除いたもの及びイ(ｳ)（敷金返還債務の当然承継）の規律が及ぶ

旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第４５，３(3)「不動産賃貸借における合意による賃貸人の地位

の承継」［１３６頁（３３３頁）］ 
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対抗要件を備えていない不動産賃貸借においても，目的不動産の譲渡に伴いその

当事者間の合意により賃貸人たる地位の承継が行われる場合があるが，このような

場合にも，①賃借人の承諾は不要であること，②この場合の賃貸人たる地位の承継

を新所有者が賃借人に対して主張するためには，新所有者が不動産の登記を備える

必要があること，③賃借人は，賃貸人の地位が移転したことを知らないで旧所有者

に賃料を支払ったときは，その支払を新所有者に対抗することができることを条文

上明記するかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)イ（関連論点）２［４５頁］】

 

（補足説明） 

賃貸借の目的不動産が譲渡されることによって賃貸人たる地位も当然に承継され

る等の一連の前記提案は，対抗要件を備えた不動産の賃貸借のみを対象とするもの

である。もっとも，対抗要件を備えていない不動産の賃貸借についても，目的不動

産を譲渡しようとする当事者の間で，旧所有者と賃借人との間の賃貸借契約を新所

有者に承継させる旨の合意があるときは，前記の当然承継の場合と同様の規律を及

ぼすべきであるとの指摘がされている。 

立法提案としても，当然承継の場合の規律を合意承継の場合にも及ぼすべきであ

るという考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３１８頁）。本文の

提案は，この考え方に基づくものである。 

 

(2) 不動産賃借権に基づく妨害排除等請求権 

不動産の賃借人は，賃貸借の登記をした場合［又は借地借家法その他の法

律が定める賃貸借の対抗要件を具備した場合］には，次のような請求をする

ことができる旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

ア 当該不動産の占有を妨害されたときは，その妨害の停止の請求 

イ 当該不動産を第三者が占有するときは，その返還の請求 

 

○中間的な論点整理第４５，３(6)「賃借権に基づく妨害排除請求権」［１３７頁（３

３５頁）］ 

対抗要件を備えた不動産賃借権について，賃借人の妨害排除請求権を認めている

判例法理を明文化するかどうかについて，物権的請求権の規定の在り方とも関連す

る問題であることに留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)エ［４７頁］】

 

《参考・現行条文》 

（占有保持の訴え） 

民法第１９８条 占有者がその占有を妨害されたときは，占有保持の訴えにより，

その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 
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（占有保全の訴え）  

民法第１９９条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは，占有保全の

訴えにより，その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 

（占有回収の訴え） 

民法第２００条 占有者がその占有を奪われたときは，占有回収の訴えにより，そ

の物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 

２ 占有回収の訴えは，占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することがで

きない。ただし，その承継人が侵奪の事実を知っていたときは，この限りでない。

 

（補足説明） 

１ 賃貸借の目的物に対する賃借人の占有が妨害されたり，奪われたりした場合には，

賃借人は，占有訴権に基づき，妨害の停止や目的物の返還を請求することができる

（民法第１９８条，第２００条）。しかし，この方法は，賃借人が占有を得る前には

行使することができず，行使期間にも妨害の消滅した後１年以内等の制限がある（同

法第２０１条）。 

また，第三者が不動産の所有者との関係で正当な権原を有しない不法占拠者であ

る場合には，賃借人は所有者である賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権や返還

請求権を代位行使し（転用型の債権者代位権），自己に対する占有の回復又は移転を

求めることができるとされている（大判大正９年１１月１１日民録２６巻１７０１

頁）。しかし，この方法では，占有者が二重賃借人である場合には，占有者が所有者

との関係で適法な占有権原を有することになるから，そもそも所有権に基づく妨害

排除請求権や返還請求権は発生せず，その代位行使もすることができない。また，

転用型の債権者代位権に関しては，代位債権者が転用型の債権者代位権の行使では

なく，自己の権利に基づく直接の請求をすることができる場合には，転用型の債権

者代位権の行使を認めるべきではないとの考え方も示されている（部会資料３５第

１，２(2)イ［１２頁］参照）。したがって，転用型の債権者代位権の行使の可否に

ついての検討に先立って，賃借権に基づく直接の請求が認められるかどうかを検討

する必要がある。 

判例（最判昭和２８年１２月１８日民集７巻１２号１５１５頁）は，賃借権その

ものの対外的な効力として妨害排除請求権や返還請求権が認められるかという問題

について，土地の賃借権が二重に設定されたケースをめぐって，土地の賃借権を第

三者に対抗することができる場合には，賃借権はいわゆる物権的効力を有し，当該

土地について二重に賃借権を取得した者にも対抗することができるから，劣後する

賃借権に基づいて借地上に建物を建てて土地を占有する第三者に対し，建物の収去

及び土地の明渡しを請求することができるとしている。また，不法占拠者との関係

についても，同様の判断が示されている（最判昭和３０年４月５日民集９巻４号４

３１頁）。 

このように，判例上，対抗力のある不動産の賃借権については，妨害排除請求権

や返還請求権が認められていることから，その旨を条文上も明記すべきであるとの
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考え方が示されている。本文の提案は，この考え方に基づくものである。 

２ 所有権に基づく物権的請求権のうち妨害排除請求権と返還請求権との関係につい

ては，一般に，相手方の占有によって所有権が侵害されている場合には返還請求権，

相手方の占有以外の方法によって所有権が侵害されている場合には妨害排除請求権

が発生すると説明されることが多い。賃借権に基づく請求についても，基本的には

この概念整理に従うのが便宜であると思われる。例えば，相手方が賃貸借の目的物

である土地の全体を占拠している場合には，相手方が賃借物を占有することによっ

て賃借人が賃借権を侵害されているから返還請求権が発生し，相手方が賃貸借の目

的物である土地の一部分のみを占拠している場合（例えば，相手方所有の家具が土

地上に放置されている場合など）には，賃借物の占有以外の方法によって賃借人が

賃借権を侵害されているから妨害排除請求権が発生するなどと説明することになる。

条文の文言としては，民法第１９８条及び第２００条に倣って，妨害排除請求権に

ついては「妨害の停止の請求」（本文のア），返還請求権については「物の返還の請

求」（本文のイ）などとすることが考えられる。 

なお，賃借権に基づく妨害排除請求権や返還請求権に加えて，妨害予防請求権（民

法第１９９条参照）まで認めるべきかどうかについては，本文の提案に賛成する立

場の中でも意見が分かれ得ると思われる。賃借権に基づいて物権的な請求権を行使

することは飽くまで例外的なものにすぎないということを強調すれば，妨害予防請

求権まで認める必要はないと考えられる。他方，妨害排除請求権や返還請求権を認

めるのであれば，それらと併せて妨害予防請求権まで認めるのが自然であるとも考

え得る。どのように考えるか。 

 

４ 動産の賃借人と第三者との関係 

(1) 賃借権の対抗の可否 

動産の賃借人は，賃貸借契約に基づく引渡しを受けたときは，当該動産に

ついて物権を取得した者その他の第三者に対し，自己の賃借権を対抗するこ

とができる旨の規定を設けるという考え方があり得るが，どのように考える

か。 

(2) 目的動産について所有権を譲り受けた者が賃借権の対抗を受ける場合の規

律 

賃貸借の目的動産を譲り受けた者が上記(1)の規定により賃借権の対抗を

受ける場合に関する規律について，前記３(1)イ(ｱ)（賃貸借契約の当然承継）

及び(ｲ)（賃貸借契約を承継させない旨の合意）と同様の規律が及ぶ旨の規

定を設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

(3) 合意による賃貸借契約等の承継 

賃貸借の目的動産を譲り受けた者が賃借権の対抗を受けない場合であって

も，旧所有者と新所有者は，賃借人の承諾を要しないで，賃貸人たる地位を

新所有者に承継させることができる旨の規定を設けるという考え方があり

得るが，どのように考えるか。また，この場合には，前記３(1)イ(ｱ)（賃貸
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借契約の当然承継）のうち①を除いたものと同様の規律が及ぶ旨の規定を設

けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

 

○中間的な論点整理第４５，３(5)「動産賃貸借と第三者との関係」［１３６頁（３

３５頁）］ 

動産の賃貸借と第三者との関係に関しては，不動産に関する民法第６０５条のよ

うな規定がないことを踏まえ，目的物である動産の所有権が移転した場合における

賃貸借の帰すうを明確にするため新たな規定を設けるかどうかについて，動産賃貸

借の対抗要件制度の要否という問題を含めて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)イ（関連論点）２［４５頁］】

 

《参考・現行条文》 

（不動産賃貸借の対抗力）  

民法第６０５条 不動産の賃貸借は，これを登記したときは，その後その不動産に

ついて物権を取得した者に対しても，その効力を生ずる。 

 

（補足説明） 

民法第６０５条（不動産賃貸借の対抗力）は，不動産の賃貸借についてのみ規定

をし，動産の賃貸借については規定をしていない。もっとも，動産の賃貸借につい

て一定の場合に対抗力を認めることについては，賃貸借による社会資源の有効活用

を促進する観点から，その必要性が指摘されているところである。そこで，賃貸借

の目的物である動産が第三者に譲渡された場合等の法律関係をどのように規律すべ

きかが問題とされている。 

これについては，動産の賃貸借は目的動産の引渡しがされればその後に物権を取

得した者にも対抗することができるとする見解が多数説であるとされている。この

見解は，その理由について次のような説明をする。すなわち，目的動産を譲り受け

た新所有者がその所有権を第三者（賃借人）に対抗するための要件は引渡しであり

（民法第１７８条），賃借人が既に占有をしている場合には指図による占有移転（同

法第１８４条）の方法によって新所有者に対する引渡しがされることになるが，そ

のためには，旧所有者が賃借人に対し，以後新所有者のために目的動産を占有する

ことを命じ，新所有者がこれを承諾することが必要になるから，新所有者は既存の

賃貸借の存在を前提として目的動産を譲り受けたことになるという説明である。 

しかし，この説明に対しては，指図による占有移転の中に新所有者が既存の賃貸

借を前提としてこれを承継する意思を読み込む論理には無理があるとの指摘がされ

ている。また，目的動産を譲り受けた新所有者が，動産譲渡登記の方法によって対

抗要件を具備した場合には（動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等

に関する法律第３条第１項参照），指図による占有移転の方法によって対抗要件が具

備されることを必須の前提とする上記の説明は成立しないことになるとも思われる。 



20

ただ，動産の賃貸借に関する対抗要件の具備の方法としては，上記の多数説が示

すように，目的動産の引渡しとするのが合理的であると考えられる。動産の譲渡の

場合の対抗要件（民法第１７８条）や，建物の賃貸借の場合の借地借家法上の対抗

要件（同法第３１条第１項）ともパラレルに捉えることができ，実務にもなじみや

すいと考えられる。 

本文の(1)から(3)までは，以上を踏まえ，動産の賃貸借の対抗要件を「目的動産

の引渡し」とすることを前提に，不動産の賃貸借（前記３参照）と同様の規律を設

けるという考え方を取り上げ，その当否を問うものである。ただし，動産の賃貸借

であることから，敷金返還債務の当然承継（前記３(1)イ(ｳ)）や賃借権に基づく妨

害排除等請求権（前記３(2)）については検討対象から除外している。 

なお，動産の賃貸借の対抗力に関する明文の規定を設けることに対しては，動産

の賃貸借について破産法第５６条第１項が適用されることとなり，同法第５３条第

１項及び第２項の適用が排除される可能性があることを指摘して，明文の規定を設

けることに消極の見解が主張されている。しかし，この見解に対しては，第１５回

会議において，動産の賃借人が賃貸人から目的動産の引渡しを受けているにもかか

わらず，同法第５３条第１項及び第２項の適用を認めて破産管財人による契約解除

の選択権を認めることのほうが，むしろ問題であるとの指摘がされている。 

 

５ 事情変更による賃料の増減額請求権 

(1) 一般的規定 

契約締結後の事情変更による賃料の増減額請求権についての賃貸借契約一

般の規定は，設けないものとしてはどうか。 

(2) 民法第６０９条及び第６１０条の削除 

    減収による賃料の減額請求について定めた民法第６０９条，減収による解

除について定めた民法第６１０条の規定をいずれも削除するという考え方が

あり得るが，どのように考えるか。 

 

○中間的な論点整理第４５，５(1)「賃料の支払義務（事情変更による増減額請求権）」

［１３８頁（３３７頁）］ 

借地借家法第１１条，第３２条，農地法第２０条などを参照しつつ，契約締結後

の事情変更による賃料の増減額請求権の規定を賃貸借一般を対象として設けるか否

かについては，その必要性などを疑問視する意見があることも踏まえて，更に検討

してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(3)ア［５２頁］】

 

《参考・現行条文》 

（減収による賃料の減額請求） 

民法第６０９条 収益を目的とする土地の賃借人は，不可抗力によって賃料より少
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ない収益を得たときは，その収益の額に至るまで，賃料の減額を請求することが

できる。ただし，宅地の賃貸借については，この限りでない。 

（減収による解除）  

民法第６１０条 前条の場合において，同条の賃借人は，不可抗力によって引き続

き二年以上賃料より少ない収益を得たときは，契約の解除をすることができる。

（地代等増減請求権） 

借地借家法第１１条 地代又は土地の借賃（以下この条及び次条において「地代等」

という。）が，土地に対する租税その他の公課の増減により，土地の価格の上昇若

しくは低下その他の経済事情の変動により，又は近傍類似の土地の地代等に比較

して不相当となったときは，契約の条件にかかわらず，当事者は，将来に向かっ

て地代等の額の増減を請求することができる。ただし，一定の期間地代等を増額

しない旨の特約がある場合には，その定めに従う。 

２ 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受けた者

は，増額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の地代等を支払う

ことをもって足りる。ただし，その裁判が確定した場合において，既に支払った

額に不足があるときは，その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付し

てこれを支払わなければならない。 

３ 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受けた者

は，減額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の地代等の支払を

請求することができる。ただし，その裁判が確定した場合において，既に支払を

受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは，その超過額に年一割の割合

による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。 

（借賃増減請求権）  

第３２条 建物の借賃が，土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減によ

り，土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により，

又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは，契約の条件にかか

わらず，当事者は，将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができ

る。ただし，一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には，その

定めに従う。  

２ 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受け

た者は，増額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の建物の借賃

を支払うことをもって足りる。ただし，その裁判が確定した場合において，既に

支払った額に不足があるときは，その不足額に年一割の割合による支払期後の利

息を付してこれを支払わなければならない。  

３ 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受け

た者は，減額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の建物の借賃

の支払を請求することができる。ただし，その裁判が確定した場合において，既

に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは，その超過額に



22

年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならな

い。 

（借賃等の増額又は減額の請求権） 

農地法第２０条 借賃等（耕作の目的で農地につき賃借権又は地上権が設定されて

いる場合の借賃又は地代（その賃借権又は地上権の設定に付随して，農地以外の

土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の工作物についての賃借権

が設定され，その借賃又は地代と農地の借賃又は地代とを分けることができない

場合には，その農地以外の土地又は工作物の借賃又は地代を含む。）及び農地につ

き永小作権が設定されている場合の小作料をいう。以下同じ。）の額が農産物の価

格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類

似の農地の借賃等の額に比較して不相当となつたときは，契約の条件にかかわら

ず，当事者は，将来に向かつて借賃等の額の増減を請求することができる。ただ

し，一定の期間借賃等の額を増加しない旨の特約があるときは，その定めに従う。

２ 借賃等の増額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受けた者

は，増額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の借賃等を支払う

ことをもつて足りる。ただし，その裁判が確定した場合において，既に支払つた

額に不足があるときは，その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利

息を付してこれを支払わなければならない。 

３ 借賃等の減額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受けた者

は，減額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の借賃等の支払を

請求することができる。ただし，その裁判が確定した場合において，既に支払を

受けた額が正当とされた借賃等の額を超えるときは，その超過額に年十パーセン

トの割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。 

 

（補足説明） 

１ 本文(1)（一般的規定）について 

民法は，収益を目的とする土地の賃貸借（宅地の賃貸借を除く。）について，一定

の事情変更があった場合における賃料の減額請求の規定を設けている（同法第６０

９条）。この規定は，主に農地の賃貸借を念頭に置いて，凶作の場合における小作料

の減額を認めた規定であるとされているが，今日では，農地法上の借賃の増減額請

求権の存在により（同法第２０条），実質的に機能していないと言われている。 

他方，特に長期にわたる賃貸借契約においては，契約時点で見通しを立てて適正

な賃料を定めようとしても，将来，事情の変更によって見通しと大きく異なる事態

が生ずることは避け難いとの指摘がある。そのため，賃料の算定の基礎となった事

情に変化が生じた場合に備えて，合理的な賃料改定の仕組みを設ける必要があると

の指摘がされている。 

特別法では，既に借地借家法において，契約締結後の事情変更に応じて地代等を

増減額する仕組みが用意されている（同法第１１条，第３２条）。また，農地法にお

いても，これに類するものとして借賃等の増額又は減額の請求権の規定が設けられ



23

ている（同法第２０条）。さらに，これらの規定の適用がない場合についても，例え

ば長期の賃貸期間を定めた工業用機械の賃貸借などにおいては，賃料を増減額する

仕組みを設ける実益があり得るとの指摘がされている。 

以上を踏まえ，民法上の一般的な制度として，賃料の増減額請求に関する規定（特

約による排除が可能な規定を想定している。）を設けるべきであるという考え方が示

されている（参考資料１[検討委員会試案]・３２２頁）。 

もっとも，この考え方に対しては，現在特別法で規定されているもののほかに，

現実的なニーズとして，賃料の増減額の仕組みが必要な事例が存在するのか疑問が

あるとの指摘がされている。また，継続的な契約関係のうち賃貸借契約についての

み，そのような一般的な規定を設ける必要があるのか疑問があるとの指摘もされて

いる。さらに，特別法で規定されているもののほかに一定の現実的なニーズが仮に

あり得るとしても，事情変更の原則（中間的な論点整理第５７［４３７頁］）によっ

て適切に対処することが可能であるし，またそのようにすべきであるとの指摘がさ

れている。 

本文の(1)では，これらの指摘を踏まえ，賃料の増減額請求権に関する一般的な規

定を設けないことを提案している。 

２ 本文(2)（民法第６０９条及び第６１０条の削除）について 

この補足説明の上記１で述べたとおり，民法第６０９条の賃料減額請求権の規定

は，農地法第２０条の存在等により，今日では実質的に機能していないと言われて

いる。また，民法第６０９条と同じ趣旨で減収（凶作）が続いた場合の賃借人の解

除権について定めた同法第６１０条も，同様の理由により，今日では実質的に機能

していないと言われている。そこで，これらの規定を削除すべきであるという考え

方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３２２頁）。 

もっとも，民法第６０９条及び同法第６１０条の適用場面は，必ずしも農地の賃

貸借の場面に限られるわけではなく，例えば家畜の放牧地の賃貸借の場面において

も適用されると解されている。したがって，農地法第２０条のように，耕作の目的

で農地につき賃借権が設定されている場合の借賃や，その賃借権の設定に付随して

農地以外の土地についての賃借権が設定されている場合の借賃のうち一定のものな

どに限って適用される規定の存在を根拠に民法第６０９条及び第６１０条の規定を

削除することに対しては，疑問を示す意見もあり得るところである。 

以上を踏まえ，本文の(2)では，上記の考え方を取り上げて，その当否を問うてい

る。 

 

６ 目的物の修繕に関する規律 

(1) 賃借人の通知義務違反の効果 

目的物の修繕を要する場合における賃借人の通知義務（民法第６１５条）

の違反の効果については，規定を設けないものとしてはどうか。 
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○中間的な論点整理第４５，４(1)「賃貸人の修繕義務」［１３７頁（３３５頁）］ 

民法は，賃貸人は修繕義務を負うとする一方（同法第６０６条第１項），賃借物が

修繕を要する場合における賃借人の通知義務を規定している（同法第６１５条）。こ

の通知義務に違反した場合の効果が不明確であるとして，賃貸人の修繕義務の不履

行による賃借人の損害賠償請求の額の算定において考慮されるとともに，賃貸人に

損害が生じたときは賃借人が損害賠償責任を負うことを明文化すべきであるという

考え方がある。このような考え方については，もともと賃借人の通知義務の要件が

不明確であり，義務違反の効果を明文化した場合に賃借人に不当な不利益を与える

おそれがある等の指摘があることに留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(2)ア［４９頁］】

 

《参考・現行条文》 

（賃貸物の修繕等） 

民法第６０６条 賃貸人は，賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

２ （略） 

（賃借人の通知義務） 

民法第６１５条 賃借物が修繕を要し，又は賃借物について権利を主張する者があ

るときは，賃借人は，遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただ

し，賃貸人が既にこれを知っているときは，この限りでない。 

 

（補足説明） 

  賃貸人は目的物の修繕義務を負うとされ（民法第６０６条１項），また，賃借人は

目的物が修繕を要する場合に遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならないと

されている（同法第６１５条）。賃借人にそのような通知義務が課されているのは，

賃貸人は，通常，目的物の修繕が必要であることに気付く契機がなく，修繕が必要

な場合に賃借人が通知をせずに放置すれば，目的物が荒廃して賃貸人が損害を被る

ことになるためであるなどと説明されている。もっとも，賃借人がこの通知義務に

違反した場合の効果について，民法は特別な規定を置いていない。 

賃借人が上記の通知義務に違反した場合の効果については，一般に，①賃貸人の

修繕義務違反が問題とされる場面において，修繕義務の不履行に基づく賃借人の賃

貸人に対する損害賠償請求における損害額の算定に当たって，賃借人の通知義務違

反の事実が考慮されることになると解されている。そこで，その旨を条文上も明記

すべきであるという考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３２０

頁）。 

また，②賃借人が上記の通知義務に違反した場合には，債務不履行に基づく損害

賠償義務を負うことがあるとされている。契約上の義務として規定されている以上，

賃借人の義務違反によって賃貸人が損害を被った場合に，賃貸人が賃借人に対する

損害賠償請求をすることができるのは当然のことであるが，修繕をめぐる法律関係
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は一般的には賃借人の権利として説明されることが多いことから，確認のため，条

文上明記すべきであるとの考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・

３２０頁）。 

    もっとも，これらの考え方に対しては，建物の瑕疵や手入れの不備など賃貸人側

の事情によって損害が発生したという場合にまで賃借人に通知義務違反による不利

益や責任を課すことは，賃借人にとって酷な場合があるとの指摘がされている。ま

た，修繕を要する状態であるか否かの判断は容易でなく，通知義務が発生している

かどうかを明確に画することはできないから，賃借人の通知義務違反による不利益

や責任が課されやすくなるおそれも生じ得るとの指摘がされている。 

さらに，通知義務違反の効果について明文化をしないとしても，上記①の帰結は

損害に関する一般則によって，また，上記の②の帰結は債務不履行に関する一般則

によってそれぞれ当然に導かれるものと言えるから，上記の弊害を甘受してまで明

文化をする必要はないとの指摘もされている。 

    本文では，これらの指摘を踏まえ，規定を設けないことを提案している。 

 

(2) 賃借人の修繕権限 

賃借人の修繕権限については，次のような規定を設けるという考え方があ

り得るが，どのように考えるか。 

① 賃貸借の目的物が修繕を要する場合において，賃借人がその旨を賃貸人

に通知し，又は賃貸人が既にその旨を知っているにもかかわらず，賃貸人

が相当の期間内に修繕をしないときは，賃借人は，自ら必要な修繕をする

ことができる旨の規定 

② 急迫の事情がある場合には，賃借人は，上記①の要件を具備しないとき

であっても，自ら必要な修繕をすることができる旨の規定 

 

○中間的な論点整理第４５，４(2)「賃貸物の修繕に関する賃借人の権利」［１３７

頁（３３６頁）］ 

賃借人が支出した必要費の償還について規定する民法第６０８条は，賃貸人が修

繕義務を履行しない場合には賃借人が自ら修繕をする権限を有することを前提とし

ていると解されている。これを踏まえて，賃借人が自ら必要な修繕をする権限があ

ることを明文化することの当否について，賃貸人への事前の通知の要否など具体的

な要件に関する問題を含めて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(2)イ［５０頁］】

 

《参考・現行条文》 

（賃借人による費用の償還請求） 

民法第６０８条 賃借人は，賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出し

たときは，賃貸人に対し，直ちにその償還を請求することができる。 
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２ （略） 

（賃借人の通知義務） 

民法第６１５条 賃借物が修繕を要し，又は賃借物について権利を主張する者があ

るときは，賃借人は，遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただ

し，賃貸人が既にこれを知っているときは，この限りでない。 

 

（補足説明） 

 賃借人が支出した必要費の償還について定めた民法第６０８条第１項は，賃貸人

が修繕義務（同法第６０６条第１項）を履行しない場合には，賃借人が自ら必要な

修繕をする権限を有することを前提としていると解されており，その旨を条文上も

明記すべきであるという考え方が示されている。もっとも，この考え方に対しては，

賃借人が必要な修繕をすることができる場合があるとしても，賃貸人に対する通知

（同法第６１５条）をした上で修繕をするというプロセスが必要であるとの指摘が

されている。 

そこで，上記の考え方と指摘を踏まえ，本文では，①賃貸借の目的物が修繕を要

する場合において，賃借人がその旨を賃貸人に通知し，又は賃貸人が既にその旨を

知っているにもかかわらず（民法第６１５条参照），賃貸人が相当の期間内に修繕を

しないときは，賃借人は，自ら必要な修繕をすることができる旨の規定，及び②急

迫の事情がある場合には，賃借人は，①の要件を具備しないときであっても，自ら

必要な修繕をすることができる旨の規定を設けるという考え方を取り上げ，その当

否を問うている。 

 

７ 目的物を利用することができない場合の規律 

(1) 目的物の全部を確定的に利用することができない場合の賃貸借の終了 

目的物の全部が滅失するなど，賃借人が目的物の全部を確定的に利用する

ことができなくなった場合には，その理由を問わず（賃借人の義務違反によ

る場合を含め），当然に賃貸借契約が終了する旨の規定を設けるものとしては

どうか。 

 

○中間的な論点整理第４５，７(1)「賃借物が滅失した場合等における賃貸借の終了」

［１３９頁（３４１頁）］ 

賃借物の全部が滅失した場合における賃貸借の帰すうについては，現在は規定が

ないが，一般に賃貸借契約が終了すると解されていることから，このことを条文上

明記する方向で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，４(1)［６５頁］】

 

（補足説明） 

賃貸借の目的物の全部が滅失した場合における賃貸借の帰すうについては，一般
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に，その滅失の理由を問わず（賃借人の義務違反による場合を含め），賃貸借契約は

当然に終了するとされている（最判昭和４２年６月２２日民集２１巻６号１４６８

頁等）。また，例えば他人物の賃貸借契約において真の所有者から目的物の返還請求

がされた場合のように，目的物の滅失以外の事由によって賃借人が目的物の全部を

確定的に利用することができなくなった場合にも，同様に賃貸借契約は当然に終了

するとされている（大判昭和１０年４月１３日民集１４巻５５６頁等）。 

本文は，以上を踏まえ，目的物の全部が滅失するなど，賃借人が目的物の全部を

確定的に利用することができなくなった場合には，その理由を問わず（賃借人の義

務違反による場合を含め），当然に賃貸借契約が終了する旨の規定を設けることを提

案するものである。なお，実際に条文化する際に，「確定的に利用することができな

くなった場合」をどのように表現するかは，履行請求権の限界（部会資料３２第１，

３［５頁］）などを参照しつつ，引き続き検討する必要がある。 

 

(2) 目的物の一部を確定的に利用することができない場合の規律 

ア 賃料の当然減額 

目的物の一部が滅失するなど，賃借人が目的物の一部を確定的に利用す

ることができなくなった場合には，その理由を問わず（賃借人の義務違反

による場合を含め），その割合に応じて賃料が当然に減額される旨の規定

を設けるものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第４５，５(2)「目的物の一部が利用できない場合の賃料の減額

等」［１３８頁（３３７頁）］ 

目的物の一部が利用できなくなった場合の賃料の取扱いに関して，民法第６１１

条第１項は，賃借人の過失によらないで滅失した場合に限り，賃借人の請求によっ

て賃料が減額されることを規定しているが，使用収益の対価である賃料は，使用収

益の可能性がなければ発生しないものとすべきであるという理解に立って，目的物

の一部が利用できなくなった場合には，その理由を問わず（賃借人に帰責事由があ

る場合も含めて），賃料が当然に減額されるものとすべきであるとの考え方がある。

この考え方の当否について，目的物の一部が利用できなくなった事情によって区別

する必要性の有無や，危険負担制度の見直し（前記第６）との関係に留意しつつ，

更に検討してはどうか。 

他方，目的物の一部が利用できず賃借をした目的を達せられなくなった場合の賃

借人の解除権（民法第６１１条第２項）についても，利用できなくなった理由を問

わないで（賃借人に帰責事由がある場合も含めて）解除権を認めるという考え方が

ある。このような考え方の当否についても，更に検討してはどうか。 

また，目的物が一時的に利用できない場合に関して，同様に賃料の減額や賃借人

による契約の解除を認めるという考え方の当否についても，更に検討してはどうか。

このほか，目的物が利用できない場合に関する以上のような規律を明文化するに
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当たっては，「滅失」という用語（民法第６１１条参照）ではなく，目的物の機能が

失われたことに着目した文言を用いることの当否について，検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(3)イ［５５頁］， 

同（関連論点）１［５６頁］，同（関連論点）２［５７頁］】

 

《参考・現行条文》 

（賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等）  

民法第６１１条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは，賃借

人は，その滅失した部分の割合に応じて，賃料の減額を請求することができる。

２ （略） 

（債務者の危険負担等） 

民法第５３６条 前二条に規定する場合を除き，当事者双方の責めに帰することが

できない事由によって債務を履行することができなくなったときは，債務者は，

反対給付を受ける権利を有しない。  

２ 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったと

きは，債務者は，反対給付を受ける権利を失わない。この場合において，自己の

債務を免れたことによって利益を得たときは，これを債権者に償還しなければな

らない。 

 

（補足説明） 

民法第６１１条第１項は，目的物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した場

合において，その滅失した部分の割合に応じて賃借人が賃料の減額を請求すること

ができると規定している。 

しかし，民法第６１１条第１項に対しては，賃貸借契約における賃料は賃貸借の

目的物が賃借人の使用収益可能な状態に置かれていることの対価として日々発生す

るものであるから，目的物の一部の滅失等によって目的物の一部の使用収益をする

ことが不可能となった場合には，その対価としての賃料債務も使用収益が不可能と

なった部分の割合に応じて当然に発生しないと考えるべきであるとの指摘がされて

いる。そして，このような理解を前提とすると，①同項にいう賃料の減額は，目的

物の一部に相当する賃料が発生しないことの帰結であるから，賃借人からの請求を

待たないで生ずるものとすべきである。また，②目的物の一部が滅失した場合に限

定する理由はなく，広く目的物の一部を利用することができなくなった場合を対象

とすべきである。さらに，③目的物の一部を利用することができなくなった理由を

問わないで，賃借人の義務違反によって生じた場合も対象とすべきであることにな

る。そこで，これらの①から③までのように同項を改正すべきであるという考え方

が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３２３頁参照）。 

以上の各指摘は，前記(1)で検討した目的物の全部を確定的に利用することができ

くなった場合の処理と基本的にパラレルに捉えられるものであり，目的物を利用す
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ることができない場合のルールとして一貫性があると評価することができる。また，

賃借人の義務違反によって目的物の一部を利用することができなくなった場合につ

いては，賃借人の債務不履行による場合であるのに賃料債務の一部が発生しないこ

とにはなるが，賃貸人が賃借人の義務違反を理由とする損害賠償請求権の行使をす

ることは妨げられないから，結論として不当な結果を招くことはないと見ることも

可能である。 

他方，理論的な側面からは，目的物を利用することができなくなった場合におけ

る賃料債務の帰すうについては，危険負担の法理を適用すべきであるとの指摘がさ

れており，その指摘によれば，例えば賃借人の義務違反によって目的物の一部を利

用することができなくなった場合には，民法第５３６条第２項によって賃料債務は

消滅しないと理解すべきであるとの説明がされている。もっとも，この説明に対し

ては，民法第５３４条以下の危険負担の法理は，相対立して存在する二つの債務の

一方が消滅した場合の他方の債務の消長に関する法理であるところ，賃貸借契約に

おいて賃貸人が負担する目的物を使用収益可能な状態に置く債務と，賃借人が負担

する賃料の支払債務は，前者の債務が履行されて初めて後者の債務が発生するとい

う関係に立つものであるから，相対立して存在する二つの債務の一方が消滅した場

合に他方の債務も消滅するかどうかを問題とする危険負担の法理の適用の前提を欠

いているとの指摘がされている。この指摘によれば，例えば賃借人の義務違反によ

って目的物の一部を利用することができなくなった場合については，民法第５３６

条第２項によるのではなく，端的に目的物が使用収益可能な状態に置かれていない

から賃料の支払債務が発生しないと説明することになる。 

本文は，以上を踏まえ，目的物の一部が滅失するなど，借主が目的物の一部を確

定的に利用することができなくなった場合には，その理由を問わず（賃借人の義務

違反による場合を含め），その割合に応じて賃料が当然に減額される（発生しない）

旨の規定を設けることを提案するものである。 

 

イ 賃貸借の目的を達成することができない場合の解除 

目的物の一部が滅失するなど，借主が目的物の一部を確定的に利用する

ことができなくなった場合において，これにより賃貸借の目的を達成する

ことができないときは，利用することができなくなった理由を問わず（賃

借人の義務違反による場合を含め），賃借人は，賃貸借契約を解除するこ

とができる旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

 

《参考・現行条文》 

（賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等）  

民法第６１１条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは，賃借

人は，その滅失した部分の割合に応じて，賃料の減額を請求することができる。

２ 前項の場合において，残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達する
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ことができないときは，賃借人は，契約の解除をすることができる。 

 

（補足説明） 

民法第６１１条第２項は，賃貸借の目的物の一部が賃借人の過失によらないで滅

失した場合において，残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達すること

ができないときは，賃借人は契約の解除をすることができるとしている。 

もっとも，賃料は目的物が使用収益可能な状態に置かれていることの対価として

発生するものであるとして，目的物の一部の使用収益をすることが不可能となった

場合には，その理由を問わずに，賃料債務もその割合に応じて当然に発生しないと

考えるべきであるという立場（前記アの補足説明参照）からは，上記の解除権の要

件についても，同様に緩和すべきであるという考え方が示されている。すなわち，

①現在の民法第６１１条第２項のように目的物の一部が滅失した場合に限定する理

由はなく，広く目的物の一部を利用することができなくなった場合を対象とすべき

こと，②目的物の一部を利用することができなくなった理由を問わないで，賃借人

の過失によって生じた場合も対象とすべきことである。 

本文は，以上を踏まえ，目的物の一部が滅失するなど，借主が目的物の一部を確

定的に利用することができなくなった場合において，これにより賃貸借の目的を達

成することができないときは，利用することができなくなった理由を問わず（賃借

人の義務違反による場合を含め），賃借人は賃貸借契約を解除することができる旨の

規定を設けることを提案するものである。 

 

(3) 目的物の全部又は一部を一時的に利用することができない場合の規律 

ア 賃料の当然減額 

借主が目的物の全部又は一部を一時的に利用することができなくなった

場合には，その理由を問わず（賃借人の義務違反による場合を含め），利

用することができない部分及び期間の割合に応じて賃料が当然に減額さ

れる旨の規定を設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

イ 賃貸借の目的を達成することができない場合の解除 

借主が目的物の全部又は一部を一時的に利用することができなくなった

場合において，これにより賃貸借の目的を達成することができないときは，

利用することができなくなった理由を問わず（賃借人の義務違反による場

合を含め），賃借人は，賃貸借契約を解除することができる旨の規定を設

けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

仮に上記の規定を設ける場合には，民法第６０７条の規定を削除するも

のとしてはどうか。 

 

《参考・現行条文》 

（賃借人の意思に反する保存行為） 
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民法第６０７条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合にお

いて，そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは，

賃借人は，契約の解除をすることができる。 

 

（補足説明） 

１ 前記(1)では目的物の全部を確定的に利用することができない場合について取り

上げ，前記(2)では目的物の一部を確定的に利用することができない場合について取

り上げた。 

これに対して，目的物の全部又は一部を一時的に利用することができない場合に

ついても，その規律を明確にしておく必要があるとの指摘がされている。これにつ

いては，目的物の利用が一定の範囲で妨げられているという点において目的物の一

部を確定的に利用することができない場合と同様であるとして，目的物を一時的に

利用することができなくなった理由を問わず，当然に賃料の減額（一部不発生）を

認めるべきであり，かつ，契約の目的を達成することができない場合における賃借

人の解除も認めるべきであるという考え方が示されている。 

本文のア及びイの第１パラグラフは，この考え方を取り上げ，その当否を問うも

のである。 

２ 民法第６０７条は，賃借人の意思に反して賃貸人が保存行為をしようとする場合

における賃借人の解除権について規定している。もっとも，同条については，目的

物の全部又は一部を一時的に利用することができない場合のうちの限定された場面

についてのみ規定をするものであるとして，本文イの第１パラグラフのような包括

的な規定を設けるのであれば，同条を削除すべきであるという考え方が示されてい

る（参考資料１[検討委員会試案]・３２１頁）。 

本文イの第２パラグラフは，この考え方に基づくものである。 

 

８ 賃貸人の担保責任 

売主の担保責任に関する短期期間制限の規定は賃貸借には準用されないこと

を条文上明らかにするものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第４５，４(3)「賃貸人の担保責任」［１３７頁（３３６頁）］ 

賃貸物の瑕疵についての賃貸人の担保責任には，売買の規定が準用されている（民

法第５５９条）。このうち，売主の瑕疵担保責任の期間制限の規定（同法第５７０条，

第５６６条第３項）に関しては，賃貸物を継続的に使用収益させるという賃貸借の

性質に照らして，賃貸借には準用されないことを条文上明確にするかどうかについ

て，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(2)ウ［５１頁］】

 

《参考・現行条文》 
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（有償契約への準用） 

民法第５５９条 この節の規定は，売買以外の有償契約について準用する。ただし，

その有償契約の性質がこれを許さないときは，この限りでない。 

（地上権等がある場合等における売主の担保責任） 

民法第５６６条 売買の目的物が地上権，永小作権，地役権，留置権又は質権の目

的である場合において，買主がこれを知らず，かつ，そのために契約をした目的

を達することができないときは，買主は，契約の解除をすることができる。この

場合において，契約の解除をすることができないときは，損害賠償の請求のみを

することができる。 

２ 前項の規定は，売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存し

なかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準

用する。 

３ 前二項の場合において，契約の解除又は損害賠償の請求は，買主が事実を知っ

た時から一年以内にしなければならない。 

（売主の瑕疵担保責任） 

民法第５７０条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは，第五百六十六条の規

定を準用する。ただし，強制競売の場合は，この限りでない。 

 

（補足説明） 

売買の規定は性質に応じて他の有償契約にも準用されており（民法第５５９条），

賃貸人は，基本的に売主と同様の担保責任を負うと解されている。ただし，売主の

担保責任に関する短期期間制限については，賃貸借の特性を踏まえた修正を行う必

要があると言われている。 

すなわち，瑕疵担保責任に基づく買主の売主に対する権利については，買主が事

実を知った時から１年以内に行使しなければならないという短期期間制限が設けら

れており（民法第５７０条，第５６６条第３項），この点は見直しの対象にもなって

いる（部会資料４３第２，１(3)［２６頁］，同２(3)［３６頁］参照）。しかし，継

続的な関係である賃貸借においては，賃貸人は目的物の引渡しの後も賃貸期間中は

目的物を賃借人に使用収益させる義務を負っていることから，賃借人が一定の期間

内に瑕疵に関する通知をしなかったからといって，瑕疵に関する賃借人の権利が失

われるとするのは合理的でない。したがって，売主の担保責任に関する短期期間制

限の規定は，賃貸借には準用されないと解すべきであり，このことを明文化すべき

であるとの考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３１９頁）。 

本文は，この考え方に基づき，売主の担保責任に関する短期期間制限の規定が維

持される場合には，その規定は賃貸借には準用されないことを条文上明らかにする

ことを提案するものである。 
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９ 賃借権の譲渡及び転貸 

(1) 無断譲渡及び無断転貸を理由とする解除の制限 

賃借人が賃貸人に無断で賃借権を譲渡したり，賃借物を転貸したりした場

合であっても，賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情が

あるときは，賃貸人は無断譲渡又は無断転貸を理由とする解除をすることが

できない旨の規定を設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

また，この規定の適用がある場合には，適法に賃借権を譲渡し，又は賃借

物を転貸したものと同様に扱う旨の規定を設けるという考え方があり得る

が，どのように考えるか。 

 

○中間的な論点整理第４５，６(1)「賃借権の譲渡及び転貸の制限」［１３８頁（３

３８頁）］ 

賃貸人に無断で賃借権を譲渡したり賃借物を転貸したりした場合の賃貸人の解除

権（民法第６１２条第２項）に関して，「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的

行為と認めるに足らない特段の事情がある場合」に解除が認められないとする判例

法理を明文化するとともに，これによって解除が認められない場合の法律関係を明

確にすることの当否について，原則と例外の関係を適切に表現する必要性などに留

意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(4)ア［５７頁］】

 

《参考・現行条文》 

（賃借権の譲渡及び転貸の制限） 

民法第６１２条 賃借人は，賃貸人の承諾を得なければ，その賃借権を譲り渡し，

又は賃借物を転貸することができない。 

２ 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたとき

は，賃貸人は，契約の解除をすることができる。 

 

（補足説明） 

１ 背信的行為と認めるに足りない特段の事情 

賃借権の無断譲渡及び無断転貸を理由とする賃貸人の解除権（民法第６１２条第

２項）について，判例は，「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認める

に足りない特段の事情がある場合」には，解除は認められないとしている（最判昭

和２８年９月２５日民集７巻９号９７９頁）。 

判例で解除が認められなかった事例として，①賃借地や賃借建物で個人事業を営

んできた賃借人が法人組織になった場合や，同居の親族間で借地上の建物の共有持

分が移転した場合など，形式上主体が変わっても実質的な利用主体に変化がない事

例（最判昭和３８年１０月１５日民集１７巻９号１２０２頁，最判平成２１年１１

月２７日判時２０６６号４５頁など），②譲渡や転貸が一時的である場合など，義務
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違反の程度が軽微である事例（最判昭和３１年５月８日民集１０巻５号４７５頁等）

などがあるが，これらは，いずれも賃借人の行為に関して「背信的行為と認めるに

足りない特段の事情」の有無を問題としている。そこで，このような判例法理を明

文化すべきであるとの考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３２

４頁，参考資料２[研究会試案]・２０７頁）。 

もっとも，この考え方に対しては，いわゆる信頼関係破壊の法理は借地借家法が

適用されるような事案を念頭に置いて形成されたものであるから，動産の賃貸借や

借地借家法が適用されない不動産の賃貸借の場合も含めて，広く賃借権の無断譲渡

及び無断転貸の場合一般に妥当する法理と言えるのかどうか疑問があるとの指摘が

されている。また，借地借家法が適用される不動産の賃貸借の場合についても，賃

貸人の承諾に代わる裁判所の許可の制度（同法第１９条参照）が導入された後も，

引き続き信頼関係破壊の法理が妥当すると言えるのかどうか疑問があるとの指摘が

されている。 

他方で，信頼関係破壊の法理は，賃借権の無断譲渡及び無断転貸の場合だけでな

く，それ以外の賃借人の債務不履行を理由とする解除の場合においても，同様に妥

当するものであるから，賃借権の無断譲渡及び無断転貸に関する規定とするのでは

なく，より一般的な規定とすべきであるとの指摘がされている。もっとも，これに

対しては，信頼関係破壊の法理の射程はそれほど明確ではなく，少なくとも賃貸借

における法定解除一般に妥当する法理として確立しているとは言えないとの指摘も

されている。 

本文の第１パラグラフでは，以上を踏まえ，賃借権の無断譲渡及び無断転貸の場

面を対象として，賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある

ときは，賃貸人は，賃借人が無断譲渡又は無断転貸に基づき第三者に賃借物の使用

収益をさせたことを理由とする解除をすることができないという考え方を取り上げ，

その当否を問うている。 

２ 無断譲渡及び無断転貸を理由とする解除が認められない場合の法律関係 

賃借権の無断譲渡又は無断転貸について背信的行為と認めるに足りない特段の事

情があるため賃貸人が解除権を行使することができない場合において，無断譲渡や

無断転貸を受けた第三者と解除権行使を制限された賃貸人との関係をどのように捉

えるべきかが問題とされている。 

これについては，無断譲渡や無断転貸を理由とする解除権の行使が認められない

場合には，適法な譲渡や転貸がされたものと扱うのが一般的な理解であるとされて

おり，その旨を条文上も明記すべきであるとの考え方が示されている（参考資料１

[検討委員会試案]・３２４頁）。本文の第２パラグラフは，この考え方を取り上げ，

その当否を問うものである。 

 

(2) 適法な転貸借がされた場合の規律 

ア 賃貸人と転借人との関係 

適法な転貸借がされた場合における賃貸人と転借人との間の法律関係に
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ついて，次のような規定を設けるものとしてはどうか。 

① 賃貸人は，転借人が転貸借契約に基づいて目的物の使用収益をするこ

とを妨げることができない旨の規定 

② 転借人は，転貸借契約に基づく債務を賃貸人に対して直接履行する義

務を負う。この場合において，直接履行すべき転貸借契約に基づく債務

の範囲は，原賃貸借契約に基づく債務の範囲に限られる旨の規定 

③ 賃料債務の直接の履行義務（上記②）に関して，転貸借契約に定めら

れた賃料の支払時期の前に転借人が転貸人に対して賃料を支払ったと

しても，転借人は賃貸人に対する賃料の直接の支払義務を免れない旨の

規定 

④ 賃料債務の直接の履行義務（上記②）に関して，賃貸人が転借人に対

して賃料の直接の支払を求めた場合であっても，転借人は転貸人に対し

て賃料の支払をすることを妨げられない旨の規定 

 

○中間的な論点整理第４５，６(2)「適法な転貸借がされた場合の賃貸人と転借人と

の関係」［１３９頁（３３９頁）］ 

適法な転貸借がされた場合の賃貸人と転借人との法律関係に関しては，判例・学

説を踏まえ，①転借人は，原賃貸借によって賃借人に与えられた権限の範囲内で，

転貸借に基づく権限を与えられ，その限度で賃貸人に対して使用収益の権限を対抗

することができること，②転借人は賃貸人に対して直接賃料債務を負い，その範囲

は原賃貸借と転貸借のそれぞれの賃料債務の重なる限度であることなどを明文化す

べきであるという考え方がある。このような考え方については，転借人は賃貸人に

対して目的物を使用収益する権限が認められるわけではないことを前提として，転

借人が賃貸人に対して直接に義務を負うということの意味をより精査する必要があ

ることや，賃借人（転貸人）の倒産時に賃貸人の賃料債権に優先的地位を認める根

拠とその方法のあり方を考える必要がある等の指摘がされている。そこで，以上の

指摘を踏まえつつ，適法な転貸借がされた場合における賃貸人と転借人との間の基

本的な法律関係や直接請求権に関する規定の在り方について，更に検討してはどう

か。 

また，適法な転貸借がされた場合に，判例は，原賃貸借が合意解除された場合で

あっても，転借人に対して原賃貸借の消滅を対抗することができないとする一方で，

賃借人の債務不履行によって原賃貸借が解除された場合には，転借人は目的物を使

用収益する権限を失うとしており，このような判例法理を明文化することの当否に

ついても，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(4)イ［５９頁］】

 

《参考・現行条文》 

（転貸の効果） 
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民法第６１３条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは，転借人は，賃貸人に対

して直接に義務を負う。この場合においては，賃料の前払をもって賃貸人に対抗

することができない。 

２ 前項の規定は，賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

 

（補足説明） 

１ 賃貸人と転借人との間には直接の契約関係はないから，本来であれば賃貸人と転

借人との間に直接の権利義務は生じないが，民法第６１３条第１項前段は，「賃借人

が適法に賃借物を転貸したときは，転借人は，賃貸人に対して直接に義務を負う。」

と規定している。もっとも，｢直接に義務を負う｣というのみでは，賃貸人と転借人

との間の法律関係は明らかでない。そこで，学説・判例は，この点を解釈論によっ

て明らかにしており，これを条文上も明確にすべきであるとの指摘がされている。 

２ 具体的には，まず，転借人の基本的な地位は，原賃貸借によって賃借人（転貸人）

に与えられた権限の範囲内で，転貸借に基づく使用収益の権限を与えられ，その限

度で，目的物の使用収益をすることを賃貸人から妨げられないというものであると

されている。本文の①は，この考え方に基づくものである。 

３ 次に，転借人は，賃料支払債務や目的物返還債務などの債務を賃貸人に対して直

接に負うとされている（民法第６１３条第１項前段）。この場合の直接履行すべき債

務の内容は，転借人自身が当事者となっている転貸借契約に基づく債務であり，ま

た，賃貸人に直接履行すべき転貸借契約に基づく債務の範囲は，賃貸人が当事者と

なっている原賃貸借契約に基づく債務の範囲に限られるとされている。 

したがって，例えば賃貸人の転借人に対する直接の賃料支払請求権については，

原賃貸借の賃料が転貸借の賃料（転借料）より高い場合であっても，転貸借の賃料

の範囲を超えて請求することができないし，逆に，転貸借の賃料（転借料）が原賃

貸借の賃料より高い場合であっても，原賃貸借の賃料の範囲を超えて請求すること

ができないとされている。本文の②は，以上の考え方に基づくものである。 

４ 次に，転借人は，賃借人に対して賃料の前払をしたとしても，賃貸人からの賃料

請求に対してその事実を対抗することができないとされている（民法第６１３条第

１項後段）。この「前払」の意義について，判例（大判昭和７年１０月８日民集１１

巻１９０１頁）は，転貸借における支払時期を基準として，その支払時期より前に

支払ったものが「前払」に当たるとしている。 

本文の③は，この判例法理に基づき，転貸借契約に定められた賃料の支払時期の

前に転借人が転貸人に対して賃料を支払ったとしても，転借人は賃貸人に対する賃

料の直接の支払義務を免れない旨を明記することを提案するものである。 

５ 最後に，賃貸人の転借人に対する直接請求権の実効性を確保するため，賃貸人が

転借人に対して書面をもって賃料の支払請求をしたときは，転借人は，その後に転

貸人に対してした賃料の支払を賃貸人に対抗することができないとすべきであると

いう考え方が示されている。 

もっとも，一般に，賃貸人の転借人に対する賃料支払請求権と転貸人の転借人に
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対する賃料支払請求権とは，連帯債権の関係にあると説明されているから（東京高

判平成１４年１２月２７日判時１８２２号６８頁等），それだけを前提に考えるなら

ば，転借人は，連帯債権者の一人である賃貸人から賃料の支払請求を受けたとして

も，もう一人の連帯債権者である転貸人に対して賃料を支払うことを妨げられない

はずである。また，実質的に考えても，賃貸人の転借人に対する賃料支払請求権の

実効性を確保するために弁済禁止効まで付与すべきかどうかについては，意見が分

かれ得るように思われる。 

本文の④は，以上を踏まえ，賃貸人が転借人に対して賃料の直接の支払を求めた

場合であっても，転借人は転貸人に対して賃料の支払をすることを妨げられない旨

の規定を設けることを提案するものである。 

 

イ 原賃貸借が解除された場合の規律 

適法な転貸借がされた場合において，原賃貸借が合意解除によって終了

したときは，原賃貸人は転借人に対して原賃貸借の消滅を主張することが

できない旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

他方，適法な転貸借がされた場合において，原賃貸借が転貸人（原賃借

人）の債務不履行を理由とする解除によって終了したときの規律について

は，規定を設けないものとしてはどうか。 

 

（補足説明） 

１ 転貸借は，原賃貸借を基礎として成立しているため，原賃貸借が消滅すれば転貸

借はその存在の基礎を失うことになる。しかし，原賃貸借が合意解除によって終了

した場合について，判例は，原賃貸借の消滅を原賃貸人は転借人に対抗することが

できないとしている（大判昭和９年３月７日民集１３巻２７８頁）。これは，権利の

放棄も正当に成立した他人の権利を害する場合には許されないためであるなどと説

明されており，その旨を条文上も明記すべきであるという考え方が示されている（参

考資料１[検討委員会試案]・３２５頁）。本文の第１パラグラフは，この考え方に基

づくものである。 

２ 他方，判例は，原賃貸借が転貸人（原賃借人）の債務不履行を理由とする解除に

よって終了した場合には，転借人は，原賃貸人に対して転貸借関係に基づく主張を

することができないとしている（最判昭和３６年１２月２１日民集１５巻１２号３

２４３頁）。この判例に対しては，転貸人（原賃借人）の債務不履行状態を解消させ

る機会を転借人に与える手続を定める必要があるとの批判がされている。もっとも，

転借人が多数存在する場面などにおいては，そのような機会を与えることは原賃貸

人にとって事実上不可能であるとの指摘もされている。 

そこで，合意解除の場面とは異なり，債務不履行解除の場面については，明文の

規定を設けずに，引き続き解釈・運用に委ねるべきであるとの指摘がされている。

本文の第２パラグラフは，この指摘を踏まえ，規定を設けないことを提案するもの

である。 
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１０ 賃貸借契約の終了時の原状回復等 

(1) 返還義務 

賃借人は，賃貸借契約が終了したときは，目的物を返還しなければならな

い旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

(2) 収去義務 

賃借人は，賃貸借契約が終了した場合において，当該契約に基づいて目的

物の引渡しを受けた後に目的物に附属された物があるときは,その附属物を

収去しなければならない旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

この場合において，賃借人が収去しなければならない附属物には，賃借物

から分離することができないものや，賃借物からの分離に過分の費用を要す

るなど賃借物からの分離が困難であるものを含まない旨の規定を設けるもの

としてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第４５，７(2)「賃貸借終了時の原状回復」［１３９頁（３４１

頁）］ 

賃貸借の終了時における賃借人の原状回復に関して，使用貸借についての簡略な

規定（民法第５９８条）が賃貸借に準用されるのみである（同法第６１６条）とい

う現状を改め，収去権とは区別して，賃借人の原状回復義務の規定を整備する方向

で，更に検討してはどうか。その際には，賃借物に附属させた物がある場合と賃借

物が損傷した場合の区別に留意し，後者（賃借物の損傷）に関しては原状回復の範

囲に通常損耗の部分が含まれないことを条文上明記することの当否について，更に

検討してはどうか。これを条文上明記する場合には，賃貸人が事業者であり賃借人

が消費者であるときはこれに反する特約を無効とすべきであるとの考え方が併せて

示されている（後記第６２，２⑧参照）が，このような考え方の当否についても，

更に検討してはどうか。 

また，「原状に復して」（同法第５９８条）という表現は分かりにくいという指摘

があることから，これに代わる適切な表現について，検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，４(2)［６７頁］，部会資料２０－２第１，２［１１頁］】

 

《参考・現行条文》 

（借用物の返還の時期）  

民法第５９７条 借主は，契約に定めた時期に，借用物の返還をしなければならな

い。  

２・３ （略） 

（借主による収去） 

民法第５９８条 借主は，借用物を原状に復して，これに附属させた物を収去する

ことができる。 
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（使用貸借の規定の準用） 

民法第６１６条 第五百九十四条第一項，第五百九十七条第一項及び第五百九十八

条の規定は，賃貸借について準用する。 

 

（補足説明） 

１ 本文(1)（返還義務）について 

賃貸借契約が終了した場合には，賃借人は，目的物を返還する義務を負うとされ

ている（民法第６１６条，第５９７条第１項参照）。この目的物返還義務は，賃料の

支払義務と並ぶ賃借人の基本的な義務とされており，これを条文上も明記すべきで

あるとの考え方が示されている。 

本文の(1)は，以上を踏まえ，賃借人は賃貸借契約が終了したときは目的物を返還

しなければならない旨の規定を設けることを提案するものである。 

なお，この考え方を採る場合には，賃貸借のいわゆる冒頭規定として，又は定義

規定として（部会資料４３第１，１［１頁］参照），その規定の中に賃借人の目的物

返還義務を盛り込むことが想定される。もっとも，賃貸借契約の終了に関する規律

として，収去義務や原状回復義務などと並んで目的物返還義務の規定を設けるとい

うことも一応考えられる。 

２ 本文(2)（収去義務）について 

賃貸借契約が終了した場合には，賃借人は，目的物を原状に復して，目的物に附

属させた物を収去することができるとされている（民法第６１６条，第５９８条）。

これについては，①賃貸借の目的物に附属物がある場合と，②賃貸借の目的物に損

傷がある場合とを分けて考えるべきであるとの指摘がされている。ここでは，上記

①を収去義務の問題として捉え，上記②を原状回復義務の問題として捉えた上で，

上記①の問題のみを扱うこととする（上記②については，後記(3)参照）。 

上記①の収去義務（民法第６１６条が準用する民法第５９８条は，収去権の形で

規定しているが，同条は収去義務をも定めた規定とされている。）に関しては，次の

ような指摘がされている。すなわち，(a)誰の所有物が附属されたかとは関係なく，

賃借人が賃貸人から目的物の引渡しを受けた後に賃借物に附属された物については，

賃借人が収去義務を負担するのが原則である。他方，(b)附属物を分離することがで

きない場合や，附属物の分離に過分の費用を要するなど附属物の分離が困難である

場合（賃借人が壁に塗ったペンキや，賃借人が張った壁紙・障子紙など）について

は，賃借人は収去義務を負わないとされている。 

以上を踏まえ，本文(2)の第１パラグラフでは，賃借人は，賃貸借契約が終了した

場合において，当該契約に基づいて目的物の引渡しを受けた後に目的物に附属され

た物があるときは，その附属物を収去しなければならない旨の規定を設けることを

提案している。また，本文(2)の第２パラグラフでは，賃借人が収去しなければなら

ない附属物には，賃借物から分離することができないものや，賃借物からの分離に

過分の費用を要するなど賃借物からの分離が困難であるものを含まない旨の規定を

設けることを提案している。 
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(3) 原状回復義務 

ア 一般則 

賃借人は，賃貸借契約が終了した場合において，当該契約に基づいて目

的物の引渡しを受けた後に生じた目的物の損傷があるときは，これを原状

に復さなければならない旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

この場合において，賃借人が原状に復さなければならない損傷には，社

会生活上の通常の使用をしたことによって生ずる目的物の劣化や価値の

減少（通常損耗）を含まない旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

イ 賃貸人が事業者，賃借人が消費者である場合の特則 

賃貸人が事業者であり賃借人が消費者であるときは，上記アの第２パラ

グラフの規定に反する特約を無効とする旨の規定を設けるという考え方

があり得るが，どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

１ 本文ア（一般則）について 

前記(2)の補足説明２で述べたとおり，賃貸借契約が終了した場合には，賃借人は，

目的物を原状に復して，目的物に附属させた物を収去することができるとされてい

るが（民法第６１６条，第５９８条），これについては，①賃貸借の目的物に附属物

がある場合と，②賃貸借の目的物に損傷がある場合とを分けて考えるべきであると

の指摘がされている。ここでは，上記①を収去義務の問題，上記②を原状回復義務

の問題として捉えた上で，上記②の問題のみを扱うこととする（上記①については，

前記(2)参照）。 

上記②の原状回復義務に関しては，次のような指摘がされている。(a)賃貸借の目

的物に損傷がある場合には，当該損傷が契約上予定されていないようなものでない

限り，賃借人が原状回復義務を負担するのが原則である。他方，(b)目的物の損傷が

通常損耗（社会生活上の通常の使用をしたことによって生ずる目的物の劣化や価値

の減少）である場合や，不可抗力によって生じたものである場合には，一般には契

約上賃借人が負担することが予定されているとは言えないから，賃借人は原状回復

義務を負担しないとされている。 

特に，上記(b)の通常損耗の回復義務について，判例（最判平成１７年１２月１６

日民集２１８号１２３９頁）は，通常損耗が生ずることは賃貸借契約の締結時に当

然に予定されており，通常は減価償却費や修繕費等の必要経費を折り込んで賃料の

額が定められるものであって，通常損耗の回復が賃借人の原状回復義務に含まれる

とすると，賃借人にとって予期しない特別の負担を課されることになるから，特約

がある場合を除いて原状回復義務に通常損耗の回復義務は含まれないとしている。 

以上を踏まえ，本文アの第１パラグラフでは，賃借人は，賃貸借契約が終了した

場合において，当該契約に基づいて目的物の引渡しを受けた後に生じた目的物の損

傷があるときは，これを原状に復さなければならない旨の規定を設けることを提案
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している。また，本文アの第２パラグラフでは，賃借人が原状に復さなければなら

ない損傷には，目的物に生じた損傷のうち社会生活上の通常の使用をしたことによ

って生ずる目的物の劣化や価値の減少 （通常損耗）を含まない旨の規定を設けるこ

とを提案している。 

なお，「原状に復する」という表現については，分かりにくいという指摘がされて

いるため，これに代わる適切な表現について引き続き検討をする必要がある。 

２ 本文イ（賃貸人が事業者，賃借人が消費者の場合の特則）について 

本文アの第２パラグラフに関しては，賃貸人が事業者で，賃借人が消費者である

場合には，通常損耗の回復が賃借人の原状回復義務に含まれる旨の特約を無効とす

べきであるという考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３２９頁）。 

この考え方に対しては，通常損耗の回復義務を賃借人が負担する代わりに月々の

賃料を減額するという実務もあるから，特約を一律に無効とすると，契約全体の対

価関係が崩れて多様な取引ニーズに対応しがたくなるおそれがあるとの指摘がされ

ている。他方で，国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイド

ライン」や「賃貸住宅標準契約書」では，通常損耗の回復は原則として賃貸人の責

任であると明記されているのに，実際には特約で消費者である借主の負担とされて

いることが多いと指摘して，そのような特約を規制する必要があるとする意見もあ

る。 

本文のイは，以上を踏まえ，賃貸人が事業者であり賃借人が消費者であるときは，

本文アの第２パラグラフに反する特約を無効とする旨の規定を設けるという考え方

を取り上げ，その当否を問うものである。 

 

１１ 損害賠償請求権及び費用償還請求権の期間制限 

(1) 用法違反を理由とする賃貸人の損害賠償請求権の期間制限 

賃借人の用法違反を理由とする賃貸人の損害賠償請求権の期間制限につい

ては，次のような考え方があり得るが，どのように考えるか。 

   【甲案】 民法第６２１条の規定を削除し，債権の消滅時効一般の規律のみ

が適用されるものとした上で，その消滅時効については，賃貸人が目的

物の返還を受けた時から［１年／２年］を経過するまでの間は完成しな

い旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 現行法の規律を維持するものとする。 

 

○中間的な論点整理第４５，７(3)ア「用法違反による賃貸人の損害賠償請求権につ

いての期間制限」［１４０頁（３４２頁）］ 

賃借人の用法違反による賃貸人の損害賠償請求権に関する期間制限（民法第６２

１条，第６００条）については，賃貸借の期間中に賃借物に生じた損害について賃

貸人に短期間での権利行使を求めるのは適当でないとして，これを廃止した上で，

賃貸人が目的物の返還を受けた時を消滅時効の起算点（客観的起算点）としたり，
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目的物の返還から一定期間を経過するまでは消滅時効が完成しないものとしたりす

る特則を設ける等の考え方がある。また，このような考え方を採った上で，賃借人

保護の観点から，賃貸人に対して，返還後に目的物の損傷を知った場合には，一定

期間内にその旨を賃借人に通知すべきことを義務付けるという考え方がある（ただ

し，賃貸人が事業者である場合には，目的物の損傷を知り，又は知ることができた

時から起算するとの考え方がある（後記第６２，３(2)⑤参照）。）。これらの考え方

の当否について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，４(3)ア［６８頁］】

 

《参考・現行条文》 

（損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限） 

民法第６００条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び

借主が支出した費用の償還は，貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなけ

ればならない。 

（損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限） 

民法第６２１条 第六百条の規定は，賃貸借について準用する。 

 

（補足説明） 

１ 賃借人の用法違反を理由とする賃貸人の損害賠償請求権については，賃貸人が目

的物の返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないとされている（民法

第６２１条，第６００条）。これは，賃貸人は所有者である以上自分の物については

熟知しており，返還された目的物に用法違反によって損害が生じていれば短期間の

うちに賃借人に対して損害賠償請求をすべき立場にあるという理解を前提として，

賃貸人と賃借人との間の債権債務関係が長引くことを防止し，賃貸借契約の終了後

早期に問題を処理する趣旨の規定であるとされている。また，この期間制限の性質

について，判例・通説は除斥期間であるとしている。 

このような現行法における取扱いに対しては，二つの観点から問題が指摘されて

いる。第１に，賃貸人が所有者であるからといって，自分の物について熟知してい

るとは限らず，特に長期にわたる賃貸借ではその期間中に目的物に生じた事情を知

ることは困難であって，そのような事情はむしろ賃借人が把握すべき立場にあるか

ら，賃貸人に対して短期間のうちに損害賠償請求をすべきことを期待するのは合理

的でないという問題である。 

第２に，賃借人の用法違反を理由とする賃貸人の損害賠償請求権は，民法第６２

１条が準用する同法第６００条の期間制限とは別に，債権一般の消滅時効にも服す

るから（通常は賃借人の用法違反の時から１０年。同法第１６７条第１項），長期に

わたる賃貸借契約においては，賃貸人が賃借人による用法違反の事実を知らない間

に債権一般の消滅時効が進行し，目的物が返還された時には既に損害賠償請求権の

消滅時効が完成しているという事態が生じ得るという問題である。 
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本文の甲案は，これらの問題の指摘を踏まえ，民法第６２１条の規定を削除して

債権の消滅時効一般の規律のみが適用されるものとした上で（第１の問題への対応），

その消滅時効については賃貸人が目的物の返還を受けた時から一定期間（１年又は

２年）が経過するまでは完成しないものとすること（第２の問題への対応）を提案

するものである。 

２ 本文の甲案に対しては，民法第６２１条の規定を削除することに対する批判とし

て，賃貸借契約の終了後早期に問題を処理することのできる現行法の規律は合理的

であり，目的物の返還後長期間が経過した後に賃借人が損害賠償請求を受けること

になると，契約関係が終了したと信じていた賃借人の期待を害することになるとの

指摘がされている。本文の乙案は，この指摘を踏まえ，現行法の規律を維持するこ

とを提案するものである。 

  また，この指摘のように，本文の甲案に対しては民法第６２１条の規定を削除す

ることに対する批判がされていることから，甲案の別案として，同条の規定を維持

しつつ，債権一般の消滅時効については賃貸人が目的物の返還を受けた時から一定

期間（１年）が経過するまでは完成しないものとするという考え方もあり得るとこ

ろである。この考え方は，上記の第２の問題への対応のみを図るというものである。 

 

(2) 賃借人の費用償還請求権の期間制限 

民法第６２１条の規定を削除し，賃借人の費用償還請求権については債権

の消滅時効一般の規律のみが適用されるものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第４５，７(3)イ「賃借人の費用償還請求権についての期間制限」

［１４０頁（３４３頁）］ 

賃借人が支出した費用の償還請求権に関する期間制限（民法第６２１条，第６０

０条）に関しては，民法上のほかの費用償還請求権の規定（同法第１９６条，第６

５０条など）において期間制限が設けられていないこととの平仄などの観点から，

これを廃止して債権の消滅時効一般に委ねるという考え方の当否について，更に検

討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，４(3)イ［７１頁］】

 

（補足説明） 

賃貸借の目的物について賃借人が支出した必要費及び有益費は，賃貸人に対して

請求することができる（民法第６０８条）。この費用償還請求権については，賃貸人

が目的物の返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないとされている

（同法第６２１条，第６００条）。その趣旨は，賃貸人と賃借人との間の債権債務関

係が長引くことを防止し，賃貸借の終了後早期に問題を処理する点にあるとされて

いる。 

しかし，民法に規定されているその他の費用償還請求権（賃借人の費用償還請求

権と同じ性格とされているもの），例えば，占有者の費用償還請求権（民法第１９６
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条），留置権者の費用償還請求権（同法第２９９条），受任者の費用償還請求権（同

法第６５０条）については，短期の期間制限の規定はなく一般的な債権の消滅時効

の規定に従って消滅するとの扱いであるのに，賃借人の費用償還請求権についての

み短期の期間制限を規定する必要性，合理性は乏しいとの指摘がされている。 

そこで，民法第６２１条の規定を削除し，賃借人の費用償還請求権については債

権の消滅時効一般の規律のみが適用されるべきであるとの考え方が示されている

（参考資料１[検討委員会試案]・３３０頁）。本文の提案は，この考え方に基づくも

のである。 

 

１２ 賃貸借に関する規定の配列 

賃貸借に関する規定の配列について，①不動産・動産の賃貸借に共通する

規定，②不動産に固有の規定，③動産に固有の規定という順に区分して配置

するという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

 

○中間的な論点整理第４５，８「賃貸借に関する規定の配列」［１４０頁（３４４頁）］

賃貸借に関する規定を分かりやすく配列する観点から，例えば，①不動産・動産

に共通する規定，②不動産に固有の規定，③動産に固有の規定という順に区分して

配置するという考え方の当否について，検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，１［３４頁］】

 

（補足説明） 

  前記３（不動産の賃借人と第三者との関係）と前記４（動産の賃借人と第三者と

の関係）のように，不動産の賃貸借と動産の賃貸借とで規律が異なるものがあり得

ることから，賃貸借に関する規定の配列を，①不動産・動産に共通の規定，②不動

産に固有の規定，③動産に固有の規定という順に区分して配置するという考え方が

示されている。本文はこの考え方を取り上げ，その当否を問うものである。 

もっとも，この論点については，不動産や動産に固有の規定がどの程度存在する

かなど，見直し後の賃貸借の規定内容がおおむね固まった後に，改めて議論をする

のが相当であると考えられる。 

 

第２ 使用貸借 

１ 要物性の見直し 

使用貸借は目的物の引渡しを要しないで成立するものとしてはどうか。 

この場合において，使用貸借は，書面によるものを除き，貸主が目的物を引

き渡すまでは，各当事者が解除することができる旨の規定を設けるものとして

はどうか。 

 

○中間的な論点整理第４６，１「使用貸借契約の成立要件」［１４１頁（３４４頁）］
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使用貸借が要物契約とされていること（民法第５９３条）に対しては，ほかの取

引関係等を背景とする合理的な使用貸借もあり，一律に合意の拘束力を認めないの

は適当でないとの指摘がある。これを踏まえ，使用貸借を諾成契約とした上で，両

当事者は書面による合意をもって排除しない限り目的物の引渡しまでは契約を解除

することができるものとするなど，契約の成立要件の緩和を図る方策を設ける方向

で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第３，２［７２頁］】

 

《参考・現行条文》 

（使用貸借）  

民法第５９３条 使用貸借は，当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還

をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって，その効力を生ず

る。 

 

（補足説明） 

１ 民法第５９３条は，使用貸借は「相手方からある物を受け取ることによって，そ

の効力を生ずる」と規定し，使用貸借を要物契約としている。したがって，使用貸

借をする旨の合意をしたとしても，借主は貸主に対して目的物の引渡しを請求する

ことはできない。使用貸借が要物契約とされている理由は，無償契約として恩恵的

な性格を有するためであるとか，沿革によるものであるなどと説明されている。 

もっとも，無償契約といっても，親族等の情義的な関係によるものだけでなく，

他の取引関係等を背景とする合理的なものなど，様々なものがあり得るので，目的

物の引渡し前の合意に法的拘束力を与える必要はないとは言い切れないとの指摘が

されている。この指摘を踏まえ，当事者の合意によって使用貸借が成立する（諾成

契約）とした上で，その合意の拘束力を必要に応じて緩和するという制度設計に改

めるべきであるという考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３３

２頁）。 

本文の第１パラグラフは，以上を踏まえ，使用貸借を諾成契約として規定するこ

とを提案するものである。 

２ この補足説明の上記１で述べたとおり，使用貸借を諾成契約として規定する場合

であっても，その無償性を考慮するならば，合意の拘束力を一定程度緩和すること

が必要であると考えられる。その具体的な方法としては，貸主が目的物を引き渡す

までは各当事者が使用貸借を解除することができるが，書面による使用貸借につい

ては目的物の引渡し前であっても解除することができないとすることが考えられる。

書面によるものを除く趣旨は，書面によらない贈与の場合と基本的に同様であり（部

会資料４４第１，３［４頁］参照），書面の作成を通じて貸主が使用貸借の意思表示

をすることの意味を十分に自覚したと見られることを主な根拠とするものである。 

本文の第２パラグラフは，以上を踏まえ，使用貸借は，書面によるものを除き，
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貸主が目的物を引き渡すまでは，各当事者が解除することができる旨の規定を設け

ることを提案するものである。 

  ３ なお，使用貸借を諾成契約として規定する方法としては，本文の方法のほかに，

①書面による使用貸借は，目的物の引渡しを要しないで，成立するものとし，②書

面によらない使用貸借は，目的物の引渡しがされたときに，成立するものとする旨

を規定する方法が考えられる（本文の別案。参考資料２［研究会試案］・２０９頁参

照）。この考え方のように，①要式契約としての諾成契約と，②従来の要物契約とを

組み合わせて規定する方法については，消費貸借における要物性の見直し（部会資

料４４第２，１［２２頁］）の論点とも関連して，引き続き検討する必要がある。 

 

２ 使用貸借の借主と第三者との関係 

使用貸借の借主が，当該使用貸借の目的物について物権を取得した者その他

の第三者に対し，自己の使用借権を対抗することができるための要件等を定め

る規定は，設けないものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第４６，２「使用貸借の対抗力」［１４１頁（３４４頁）］ 

土地を使用貸借して建物を建てる際に，建築資金の担保としてその建物を活用す

る必要性があること等を踏まえ，使用貸借についても登記その他の方法により対抗

力を備えることができる旨の規定を新たに設けることの当否について，所有者には

利用権も賃料収入もないため差押えが機能しない財産が生ずることへの懸念に留意

しつつ，検討してはどうか。 

 

（補足説明） 

使用貸借については，一般に，当事者の人間関係，信頼関係を基礎とする契約で

あることから，目的物について物権を取得した者その他の第三者にも対抗すること

のできる権利とは考えられていなかった。 

しかし，使用貸借によって借りた土地の上に建物を建てるようなケースにおいて

は，土地の使用貸借に対抗力が認められないため，建物を担保として融資を受ける

ことができないこと等を指摘して，使用貸借についても対抗力が認められる方策を

用意すべきであるとの見解が主張されている。もっとも，使用貸借について対抗力

が認められるとすると，所有者には使用する権利がなく，対価も得られない状態と

なり，債権者がこれを差し押さえても実際上の価値がないことになってしまうこと

等を指摘して，使用貸借については対抗力を認めるべきでないとの見解も主張され

ている。 

本文は，以上のような状況を踏まえ，使用貸借についての対抗力に関する規定を

設けないことを提案するものである。 
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３ 使用貸借の貸主の担保責任 

使用貸借の貸主の担保責任については，贈与者の担保責任に関する規定の見

直し（部会資料４４第１，４）の結果に従うものとしてはどうか。 

負担付使用貸借の貸主の担保責任については，負担付贈与の贈与者の担保責

任に関する規定の見直し（部会資料４４第１，５）の結果に従うものとしては

どうか。 

 

○中間的な論点整理第４６，３「使用貸借の効力（貸主の担保責任）」［１４１頁（３

４５頁）］ 

使用貸借の貸主の担保責任に関しては，贈与者の担保責任の規定（民法第５５１

条）の見直しとも関連するが，現在と同様に贈与者の担保責任の規定と同様の規律

をすべきである（同法第５９６条参照）との考え方がある一方で，贈与と異なり契

約の趣旨等から積極的に基礎付けられる場合に限って貸主の担保責任が認められる

ことを条文上明記すべきであるとの考え方も示されている。これらの考え方の当否

について，更に検討してはどうか。 

また，負担付使用貸借の貸主の担保責任（民法第５９６条，第５５１条第２項）

についても，現在と同様に負担付贈与の贈与者の担保責任と同様の規律をすべきで

あるとの考え方がある一方で，負担付使用貸借は，負担の範囲内で賃貸借と同じ関

係にあると考え，負担の限度で賃貸人と同じ義務を負うこととすべきであるとの考

え方も提示されている。これを踏まえ，これらの考え方の当否についても，更に検

討してはどうか。 

【部会資料１６－２第３，３［７４頁］，同（関連論点）［７５頁］】

 

《参考・現行条文》 

（贈与者の担保責任） 

民法第５５１条 贈与者は，贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在につい

て，その責任を負わない。ただし，贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受

贈者に告げなかったときは，この限りでない。 

２ 負担付贈与については，贈与者は，その負担の限度において，売主と同じく担

保の責任を負う。 

（貸主の担保責任） 

民法第５９６条 第五百五十一条の規定は，使用貸借について準用する。 

 

（補足説明） 

１ 使用貸借の目的物に瑕疵がある場合の貸主の担保責任については，贈与者の担保

責任の規定（同法第５５１条）が準用されているが，贈与者の担保責任の規定につ

いては，現在見直しが検討されているところである（部会資料４４第１，４［７頁］

参照）。その見直しの状況を踏まえつつも，使用貸借の貸主の担保責任については，
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引き続き贈与者の担保責任と同様の規律とすべきであるとの考え方が示されている。 

本文の第１パラグラフは，この考え方に基づき，使用貸借の貸主の担保責任につ

いては，贈与者の担保責任に関する規定の見直しの結果に従うことを提案するもの

である。 

  ２ 民法第５９６条は，負担付贈与の贈与者の担保責任の規定（同法第５５１条第２

項）をも準用しているが，負担付贈与の贈与者の担保責任の規定についても，現在

見直しが検討されているところである（部会資料４４第１，５［１０頁］参照）。そ

の見直しの状況を踏まえつつも，負担付使用貸借の貸主の担保責任については，引

き続き負担付贈与の贈与者の担保責任と同様の規律とすべきであるとの考え方が示

されている。 

本文の第２パラグラフは，この考え方に基づき，負担付使用貸借の貸主の担保責

任については，負担付贈与の贈与者の担保責任に関する規定の見直しの結果に従う

ことを提案するものである。 

 

４ 使用貸借の終了事由 

(1) 民法第５９７条所定の終了事由 

使用貸借の目的物の返還時期について定めた民法第５９７条の規定を，次

のような規定に改めるものとしてはどうか。 

① 返還時期の定めがある場合には，その返還時期が到来した時に使用貸借

契約が終了する旨の規定 

② 返還時期の定めがない場合において，使用及び収益の目的の定めがある

ときは，その目的に従い借主が目的物の使用及び収益を終わった時に使用

貸借契約が終了する旨の規定 

③ 返還時期の定めがない場合において，使用及び収益の目的の定めがある

ときは，その目的に従い借主が目的物の使用及び収益をするのに足りる期

間が経過すれば，貸主は，使用貸借契約を解除することができる旨の規定 

④ 返還時期並びに使用及び収益の目的の定めがないときは，貸主は，いつ

でも使用貸借契約を解除することができる旨の規定 

 

○中間的な論点整理第４６，４(1)「使用貸借の終了事由」［１４１頁（３４６頁）］

借用物の返還時期について定める民法第５９７条については，専ら分かりやすく

規定を整理する観点から，使用貸借の存続期間を定める規定と貸主の解除権を定め

る規定とに条文表現を改める方向で，更に検討してはどうか。 

また，無償契約である使用貸借の終了事由として，貸主に予期できなかった目的

物を必要とする事由が生じた場合や，貸主と借主との間の信頼関係が失われた場合

における貸主の解除権の規定を新たに設けるかどうかについて，更に検討してはど

うか。 

【部会資料１６－２第３，４(1)［７６頁］】
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《参考・現行条文》 

（借用物の返還の時期） 

民法第５９７条 借主は，契約に定めた時期に，借用物の返還をしなければならな

い。 

２ 当事者が返還の時期を定めなかったときは，借主は，契約に定めた目的に従い

使用及び収益を終わった時に，返還をしなければならない。ただし，その使用及

び収益を終わる前であっても，使用及び収益をするのに足りる期間を経過したと

きは，貸主は，直ちに返還を請求することができる。 

３ 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは，貸主は，

いつでも返還を請求することができる。 

 

（補足説明） 

民法第５９７条は，使用貸借の目的物の返還に関して，①契約で返還時期を定め

た場合にはその時期に（同条第１項），②契約で返還時期を定めなかったが使用収益

の目的を定めた場合には，その目的に従い借主が使用収益を終えた時期に（同条第

２項本文），それぞれ借主は目的物を返還しなければならないとする。また，③契約

で返還時期を定めなかったが使用収益の目的を定めた場合には，その目的に従い使

用収益をするのに足りる期間を経過したときに（同条第２項ただし書），④契約で返

還時期も使用収益の目的も定めなかった場合にはいつでも（同条３項），それぞれ貸

主は目的物の返還を請求することができるとしている。 

これらの規定においては，いずれも目的物の「返還」に焦点が当てられているが，

目的物を返還しなければならないのは使用貸借が「終了」した時であるという観点

からの分かりやすい整理として，上記の①②の規定は使用貸借の存続期間を定める

ものに改め，上記の③④の規定は貸主の解除権を定めるものに改めるべきであると

いう考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３３６頁）。 

賃貸借では，期間の定めのない場合には，解約の申入れ後一定期間の経過により

賃貸借が「終了」すると定められているから（民法第６１７条参照），上記の考え方

はそれとの平仄が取れたものであると考えられる（解約か解除かという用語の問題

は，別途整理が必要である。）。そこで，本文では，上記の考え方に基づき，同法第

５９７条の規定内容を整理することを提案している。 

 

(2) 新たな終了事由 

①貸主にとって目的物を必要とする予期することのできない事由が生じ，

その必要性が目的物に関する従前の利用状況等に照らして使用貸借の終了を

正当化するに足りるものである場合や，②借主の行為によって貸主と借主と

の間の信頼関係が失われ，使用貸借を継続することが著しく困難となった場

合には，貸主は使用貸借を解除することができる旨の規定を設けるという考
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え方があり得るが，どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

１ 使用貸借については，その無償性に照らして，特段の事情がある場合における使

用貸借の終了事由を新たに追加すべきかどうかが問題とされている。 

第１に，貸主にとって目的物を必要とする事由が生じたことを理由とする解除権

を設けるべきであるという考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・

３３７頁）。具体的には，貸主にとって目的物を必要とする予期することのできない

事由が生じたことや，その必要性が目的物に関する従前の利用状況等に照らして使

用貸借の終了を正当化するに足りるものであることを要件として，貸主に解除権を

認めるという考え方である。本文の①は，この考え方を取り上げ，その当否を問う

ものである。 

  ２ 第２に，当事者間の信頼関係が失われたことを理由とする解除権を設けるべきで

あるという考え方が示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３３７頁）。具体

的には，借主の行為によって貸主と借主との間の信頼関係が失われたことや，それ

により使用貸借を継続することが著しく困難となったことを要件として，貸主に解

除権を認めるという考え方である。本文の②は，この考え方を取り上げ，その当否

を問うものである。 

この考え方に対しては，一時的に信頼関係が失われたとしても将来に向けて永続

的に関係が絶たれることが想定されないような場合（例えば，労働組合が企業側か

ら組合事務所の使用貸借を受けている場合など）には不当な結果を招きかねないか

ら，より厳格な要件とすべきであるとの指摘がされている。他方で，使用貸借の無

償性に着目して，信頼関係が失われた場合や契約が著しく長期にわたった場合にお

ける契約終了の方策を検討すべきであるとの指摘もされている。 

なお，この考え方については，贈与契約における受贈者の背信行為等を理由とす

る撤回（解除）（部会資料４４第１，７(2)［１４頁］参照）との関係にも留意する

必要がある。 

 

５ 損害賠償請求権及び費用償還請求権の期間制限 

借主の用法違反を理由とする貸主の損害賠償請求権及び借主の貸主に対する

費用償還請求権に関する期間制限については，賃貸借における見直し（前記第

１，１１）の結果に従うものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第４６，４(2)「損害賠償請求権・費用償還請求権についての期

間の制限」［１４２頁（３４７頁）］ 

借主の用法違反による貸主の損害賠償請求権や借主が支出した費用の償還請求権

に関する期間制限の規定（民法第６００条）の見直しについて，現在はこの規定を

準用している賃貸借における見直し（前記第４５，７(3)）との関連に留意しつつ，
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更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第３，４(2)［７７頁］】

 

《参考・現行条文》 

（損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限） 

民法第６００条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び

借主が支出した費用の償還は，貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなけ

ればならない。 

 

（補足説明） 

借主の用法違反を理由とする貸主の損害賠償請求権及び借主の貸主に対する費用

償還請求権については，貸主が目的物の返還を受けた時から１年以内に請求しなけ

ればならないとされている（民法第６００条）。この規定は賃貸借にも準用されてお

り（同法第６２１条），賃貸借において指摘されている問題（前記第１，１１参照）

がそのまま同法第６００条にも当てはまる。 

本文は，以上を踏まえ，借主の用法違反を理由とする貸主の損害賠償請求権及び

借主の貸主に対する費用償還請求権に関する期間制限については，賃貸借における

見直しの結果に従うことを提案するものである。 
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別紙 比較法資料 

 

〔613 条（転貸の効果）に関する比較法調査〕 

○ フランス 

フランスにおいては，民法 1717 条によって，賃借権の譲渡および転貸について

は賃借人が自由に行うことができ，また賃借人のこの権能については合意によっ

て制限することができるとされている。ただし，住居および農地の賃貸借につい

ては，以上の原則が覆されている。すなわち，住居賃貸借に関しては，1948 年 9

月 1 日法律 78 条および 1989 年 7 月 6 日法律 8 条において，賃借権の譲渡および

転貸は原則として禁止されており，賃貸借契約または賃貸人によって許可された

場合にのみその権能が認められている。また，農地賃貸借に関しても，賃借権の

譲渡および転貸が原則として禁止されており（農地法 L.411-35 条），またその禁

止は公序に基づくものであると説明されている（破毀院第三民事部 1997 年 3 月 5

日判決を参照のこと）。以上に対し，商事賃貸借に関しては賃借権の譲渡と転貸と

で異なった取扱いがなされており，賃借権の譲渡を禁ずる合意は無効とされてい

るのに対し（商法 L.145-16 条），転貸は原則として禁止されている（商法 L.145-31

条）。 

転貸の効果としては，所有者（原賃貸人）と転借人の間には契約関係がなく，

所有者は転借人に対して何の主張もできないのが原則であるが，民法 1753 条にお

いて，転借人は所有者に対して差押えの時に負っている転借料の限度でのみ義務

を負う旨規定されている。この場合について，判例は，所有者は転借人に対し転

借料の限度で直接訴権を認められているものと解している（破毀院第三民事部

1997 年 2 月 19 日判決）。この直接訴権が認められる場合を除き，所有者は転借人

に対して義務の履行などを求めることはできず，不法行為の要件が満たされる限

りでその責任を追及できるに過ぎない。転借人の滅失・毀損については，転貸人

が責任を負うことになる（1735 条）。これに対して，転借人は，所有者に対して

何らの主張もできない（破毀院第三民事部 1987 年 1 月 7 日判決）。転貸人のみが，

転借人に対して使用収益義務を負うことになる。 なお，商事賃貸借に関しては，

所有者（賃貸人）に対して賃貸借契約の更新を求める直接訴権が転借人に認めら

れている（商法 L.145-32 条）。 

 

フランス民法 1717 条 

(1) 賃借人は，その権能を禁止されなかった場合には，転貸する権利を有し，さ

らにその賃借権を他の者に譲渡する権利も有する。 

(2) この権能は，全部または一部について禁止することができる。 

(3) この条項は，つねに厳格である。 

フランス民法 1735 条 

賃借人は，その家の者または家屋転借人の行為から生じる毀損および滅失につ
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いて義務を負う。 

フランス民法 1753 条 

(1) 転借人は，差押えの時に負っている転借料の限度でのみ，所有者に対して義

務を負う。ただし，転借人は，〔賃料の〕前払いを対抗することができない。 

(2) あるいは賃貸借契約に定められる約定によって，あるいはその地の慣習の結

果として転借人が行う支払いは，〔賃料の〕前払いとはみなされない。 

 

○ ドイツ 

ドイツでは，賃借人が賃借物を転貸するためには賃貸人の許可が必要とされて

おり（民法 540 条 1 項），賃貸人の許可なくして転貸がなされたときは，賃貸人に

即時の解約告知権や損害賠償請求権などが認められる。 

転貸は，転貸人と転借人の間で行われる真正の賃貸借契約であり，賃貸借契約

上の権利・義務を各当事者に生ぜしめるが，賃貸人と転借人の間には何らの契約

関係も生ぜしめない。そのため，転借人には賃貸人に対して担保責任を主張でき

ず，原賃貸借契約上の保護範囲にも入らない。他方，賃貸人は転借人が持ち込ん

だ物に対して賃貸人質権(Vermieterpfandrecht,ドイツ民法第５６２条参照)を取

得することもない。賃貸人に対する固有の占有権限は認められず，（主たる）賃貸

借契約が終了した場合には，所有者たる賃貸人は転借人に対し民法 985 条（所有

権に基づく返還請求権）によって賃貸物の返還を求めることができる（以上に関

し，Dieter Medicus/ Stephan Lorenz, Schuldrecht II: Besonderer Teil, 16.Aufl. 

2012, S.185f.; Volker Emmerich, Miete, in: Julius von Staudinger, J.von 

Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Eckpfeiler des 

Zivilrechts, Neubearbeitung 2008, S.653）。ただし，賃貸人は，所有権の有無

にかかわらず，賃貸借関係の終了後に転借人に対して賃貸物の返還を求める権利

が民法 546 条 2 項によって認められている。転借人に対する賃貸人の（契約上の）

請求権が認められているのは以上の民法 546 条 2 項の場合のみであり，判例を含

め，それ以外の場合についてそのような賃貸人の権利は認められていない。その

ため，転賃料に関する賃貸人の直接請求権なども認められていない。なお，実情

としては，「とりわけ，原賃料と転賃料が同額である場合には，転借人が転貸人で

はなく賃貸人に直接，転賃料を支払うのは，何ら異常なことではない」とされて

いる。そもそも「転貸借が締結されるのは，収益拡大というよりは，経済的損失

の縮小，すなわち，転貸人が自ら支払わなければならない賃料の負担の一部を転

貸借で填補しようという意図から締結されるのが通常である」(連邦通常裁判所

2007 年 10 月 10 日決定より)。これに対して，転賃料の方が高額である場合はど

うか。原賃貸借契約上，転貸の許可につき転貸プレミアムの支払が条件とされて

いたが，賃借人がこれを拒絶して賃貸人の許可なくして転貸がなされたケースに

おいて，原賃料を上回る転賃料につき，その賃貸人が賃借人に対して求めること

ができるかが争われた事件において，連邦通常裁判所(１９９５年１２月１３日判

決)は，これを否定している。これに対して，この問題は許可なくおこなわれた転
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貸借で得た利益の吐き出しの問題であり，これを無権限者の処分に関する民法８

１６条１項から導出できるとする有力説もある（この点につき，Wolfgang 

Fikentscher/Andreas Heinemann, Schuldrecht, 10.Aufl. 2006, S.519; 

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3: Scduldrecht 

Besobderer Teil I, 6.Aufl. 2012, § 540 (Hans-Jürgen Bieber), Rn.21; 

Lützenkirchen, in: Ermann Handkommentar: BGB, 13. Aufl. 2011, §540 Rn.16）。 

なお，営業用転貸については，転借人保護の観点から，賃貸人・第三者(転借人)

間に法定の契約関係を成立させる規定がおかれている（５６５条１項１文）。 

 

ドイツ民法 540 条 第三者への使用の委託 

(1) 賃借人は，賃貸人の許可なく賃借物の使用を第三者に委ねること，とりわけ

その賃借物をさらに賃貸することはできない。賃貸人が許可を拒絶したときは，

賃借人は，第三者の人格に関し重大な事由がない限り，法定の期間を定めて賃

貸借関係につき特別の解約告知をすることができる。 

(2) 賃貸人が第三者に使用を委ねるときは，委ねることに関する許可を賃貸人が

与えた場合であっても，賃借人は，使用に際して第三者に帰せしめられる過失

について責任を負わなければならない。 

ドイツ民法 546 条 賃借人の返還義務 

(1) 賃借人は，賃貸借関係の終了後に賃借物を返還する義務を負う。 

(2) 賃借人が第三者に賃借物の使用を委ねたときは，賃貸人は，賃貸借関係の終

了後に第三者に対してもその物の返還を求めることができる。 

ドイツ民法５６５条 営業用転貸 

(1) 賃借人が賃貸借契約により賃借している住居を営業として第三者に居住目

的で転貸したときは，貸主は，賃貸借関係の終了に伴い，賃借人と第三者の間

の賃貸借関係上の権利を有し，義務を負うこととなる。賃貸人が新たに営業用

転貸のための賃貸借契約を締結したときは，賃借人が，従来の契約当事者にか

わり，第三者との間の賃貸借関係上の権利を有し，義務を負うこととなる。 

(2) 略 

(3) 第三者に不利に変更する合意は無効となる。 

 

＊ 補足：賃料債権の担保について 

１．住居賃貸借契約においては，賃貸人質権(Pfandrecht des Vermieters)が認め

られている。 

（もっとも，実務的にはあまり重要な機能を果たしていないとの指摘もある） 

 

ドイツ民法 562 条 賃貸人質権の範囲 

(1) 賃貸人は賃貸借関係から生ずる債権を保全するために，賃借人が持ち込んだ

物につき質権を取得する。当該質権は，質入れに適さない物には及ばない。 

(2) 将来生ずる損害賠償請求権および賃料債権のうち当該年度および次年度以
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降生ずるものについては，質権を行使することはできない。 

ドイツ民法 562d 条 第三者の質権 

賃貸人質権に服する物が別の債権者のために質権を設定されているときは，質

権が成立した前年より前の賃料を保全する目的から質権を行使することはできな

い。 

 

２．敷金の機能が重視されている。 

契約終了時のみならず，契約関係継続時から被保全債権が発生すれば貸主は

敷金から充当すること，そして借主に敷金の補充を請求することも認められて

いる(ただし，争いあり。少なくとも営業用賃貸借では実務として確立している

とされる)。 

＊ 敷金について，3 ヶ月間の賃料を上限とする旨の規定(ドイツ民法 551 条)

がある。 

 

 


